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基調講演　

「地球温暖化と温暖化対策税」

環境大臣　小池　百合子

　

　皆様、おはようございます。ただいま御
紹介にあずかりました環境大臣小池百合子
でございます。本日は、お忙しいところ、
この集会に多数お集まりいただきまして、
まことにありがとうございます。今日は私
のほうからは地球温暖化問題、その対策、
現状につきまして簡単に触れさせていただ
いた上で、今年の８月に環境省が環境税の
創設を要望するに至りました経緯と、昨日
公表させていただきました環境税に関しま
しての環境省の具体的な提案について、御
説明をさせていただこうと思います。
　昨日はロシアのプーチン大統領が京都議
定書に署名をされたということで、会見を
させていただきました。皆様御承知のよう
に、これでまた京都議定書発効への大きな
ステップを踏んだということで、来年の２
月にも議定書が実際に発効するという段階
に至っているわけでございます。今日はそ
のことも含めまして御説明、御報告をさせ
ていただこうと思います。
　まずは太平洋の島からご覧いただきま
しょう。これはマーシャル諸島マジュロ環
礁というところです。ご承知のように、地
球の温暖化によりまして海水が温められま
すと、膨張いたしまして海面が上昇するた
め、この島は海面上昇により水没する危険
性があるわけでございます。こうした島々
の中には、移住を検討しているという切羽
詰まった状況をもう既に迎えている島もあ
るということです。

　今度は山のほ
うの写真をごら
んください。これ
は1978年と1998
年で 20 年間の違
いがございます
けれども、同じ場
所で定点観測で
撮られましたヒ
マラヤの氷河の
写真でございます。ごらんのように、大部
分が解けてなくなってしまっています。こ
のように、世界各地で氷河とか万年雪が消
えていっているというのは、時折報道もさ
れているところでございます。そのほか、
地球の気候変化は各地で異常気象をもたら
しているわけでございます。昨年は冷夏で
ございましたが、皆さんもまだまだ肌で覚
えていらっしゃるように、今年は猛暑が続
いたということで、連続真夏日の記録も更
新されたということでございます。
　さて、地球温暖化が社会に与えます深刻
な影響についてですが、最新の科学的知見
によりますと、このまま対策を何もしない
と、今世紀末までに地球の平均気温は最大
5.8 度上昇することが予測されておりま
す。気温の上昇だけではございません。Ｉ
ＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）
の報告では、海面の水位が次の100年間で
９センチから何と最大88センチまで上昇
します。さらには集中豪雨、異常気象、生
態系――今年はクマの出現が大変問題にな
りました。そして人間社会への多くの影
響、これらが指摘されているところでござ
います。
　現在の科学的知見では、それぞれの異常
気象と地球温暖化との因果関係を明確に断
定するところまでは至っておりませんけれ
ども、地球温暖化が進みますと、洪水、干
ばつなどの異常気象が増加するということ
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は、明確に指摘されているところでござい
ます。今日こちらにお集まりの皆様方は既
にご承知のように、温暖化は、二酸化炭素
を中心といたしました温室効果ガスがその
原因と言われておりまして、実際に二酸化
炭素の濃度、排出量というのは、非常に増
加しているところでございます。
　さて、こうした状況において、世界と我
が国・日本は一体何をしてきたのかという
ことでございます。地球温暖化問題に対処
するための第一歩でございます、気候変動
に関する国際連合枠組条約が1992年５月
に採択をされまして、我が国も翌1993年
５月に締結をいたしております。先進国に
ついて、法的な拘束力を持った具体的な数
値目標を設定した京都議定書は、この条約
の目的を達成するための第一歩と位置づけ
られております。
　ご覧いただいているのは、1997年 12月
の京都会議の模様でございますが、京都議
定書は京都におけます気候変動に関する国
際連合枠組み条約第３回締約国会議、いわ
ゆるＣＯＰ３で採択されました。我が国も
国会での満場一致の採決によりまして、
2002 年６月に締結しました。京都議定書
は、各国ごとに数値目標を決められており
まして、我が国は、あと４年後の2008年か
ら2012年の４年間にかけまして、基準年
（1990年）の排出量と比較して６％の削減
を約束しているということでございます。
　京都議定書につきましては、アメリカの
大統領選が終わったばかりでございますけ
れども、アメリカが前回の政権交代のとき
に京都議定書から離脱をするということ
で、大変残念なことが続いてきたわけです
けれども、ここへ来まして、昨日のロシア
の大統領がこれにサインをした瞬間から、
この京都議定書そのものが動き出すことが
明確になったわけでございます。
　ということで、ロシアの存在というのが

大変重要だったわけではございます。この
ため、ＣＯＰ９ではロシアのベドリツキー
長官との会談を行いました。そのほか、
ニューヨークでＣＳＤという会議（国連の
持続可能な開発のための委員会）が開かれ
ましたときには、オソキナさんというロシ
ア政府代表と、事あるごとに、私もロシア
の代表に京都議定書への参加を働きかけて
まいりました。
　また、ロシアのプーチン大統領のトップ
ダウン方式から考えますと、やはりプーチ
ン大統領に直接働きかけるのが最も効果的
であろうということで、小泉総理もプーチ
ン大統領とお会いになるたびに、京都議定
書を取りあげて説得に当たってこられまし
た。また、ＥＵがＷＴＯとの関連で直接ロ
シアの説得に当たってきたということで、
さまざまなポイントで、ＥＵとの間で「今
ロシアはこういう状況になってきました
よ」というような意見、情報交換などもさ
せていただいて、私どもも今は大体何合目
ぐらいと、よく理解もしていたわけでござ
います。
　こうした努力の積み重ねもございまし
た。また、ロシア自身の判断があったもの
と思います。ロシアの批准により、円グラ
フでごらんのように、ロシアの17.4％が加
わり、55％のラインを超え、発効が間近に
なりました。まさにロシアはキャスティン
グボートを握っていたということでござい
まして、来年の２月にはいよいよ京都議定
書が本格的に動き出す、その瞬間を迎える
に至ったわけでございます。
　さて、それでは日本はどうするのかとい
うことでございます。まず、国内の対策で
ございます。これまでも地球温暖化対策推
進大綱に基づいて、また、経団連の自主行
動計画、機器の効率改善、低燃費車の普及
など、さまざまな対策をそれぞれの分野で
行ってきました。
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　しかしながら、この表にも出ております
ように、2002年度の温室効果ガスの総排出
量は13億3100万トン（二酸化炭素換算）と
なっており、一番右側にあります1990年
（12億3700万トン）に比べまして、マイナ
ス６％のお約束どころか、逆に7.6％増え
てしまっている状況でございます。また最
新の数字は近々ご報告できるかと思います
けれども、残念ながら増加の傾向が見られ
るわけでございます。7.6％とマイナス６
％の部分を全部足しますと、13.6％の削減
が必要となってくるわけでございまして、
残念ながら、この達成というのはハードル
がなかなか高い、そういう認識を持ってお
ります。
　もう少し詳しく二酸化炭素の排出量を見
ていきたいと思います。これは部門別に分
けたものでございます。産業部門では基準
年に比べまして800万トン減っております
けれども、運輸、家庭、業務その他の部門
では、それぞれ基準年を上回っています。
運輸部門ではプラス20.4％、業務部門でプ
ラス36.7％――これはオフィスビルなど
の空調なども含むわけです。そして私たち
一人一人の家庭におけるＣＯ２の排出もプ
ラス28.8％ということでございます。
　先ほど、私もここでトイレに行きました
ら全部自動で、最近はふたまで自動であい
て、「さあ、どうぞ」と言われるようで、終
わったら全部洗い流してくれて、ポイント
だけをやればいいという。どこまで便利に
なるのか、また、それに慣れてしまう自分
が怖いと思いますけれども、私たちの家庭
も非常に便利になっていて、その裏腹に私
たちも多くのＣＯ２を排出してきていま
す。それを数字であらわしますと、28.8％
の伸びとなっているわけでございます。と
いうことで、今ご覧いただいておりますよ
うに、産業部門でも大変頑張っていただい
ているんですけれども、目標から見ます

と、まだまだ削減が必要になるわけでござ
います。
　そして政府としての考え方でございま
す。平成14年３月時点で地球温暖化対策推
進大綱を取りまとめて、各部門ごとに目標
を設定して、取組を推進してきたところで
ございます。考え方として、（2002年から）
削減約束を達成しなければならない第１約
束期間（2008年から2012年までの４年間）
の間を三つのステップに分けまして、順
次、対策・施策の進捗状況を評価して、必
要ならば追加的な対策・施策を講じていき
ます。
　段階を区切って、その中間点で今どう
なっているかという我々の現在位置を知
る。それに対して必要なことをプラスして
いく、もしくは、これはできたからいいと
いうふうにチェックをしていく。こういう
ステップを踏んでおります。今年（2004年）
は、ちょうど対策・施策の見直しの年でご
ざいまして、このプラス13.6％という現状
において、追加的な対策は不可欠であろう
という、このハードルの高さに対しての認
識は、関係者の間ではもう共通の認識と
なっているわけでございます。
　そこで追加的な対策・施策といたしまし
て、産業界が進めておられます自主的な取
組による削減に加えて、補助金による取組
支援、排出基準などを定めます規制的な手
法、さらには京都議定書で新たな対策とし
て定められました京都メカニズムなど、メ
ニューはたくさんございます。環境省とし
ては、これらの対策の中でも、公平性、透
明性、確実性、効率性、この四つのキーワー
ドに照らして、環境税が有力な追加的手法
であるということで、今年の８月に環境税
の創設を要望させていただきました。
　なぜ環境税かということですけれども、
私どもは環境税には三つの効果があると考
えております。まず第一に価格効果であり
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ます。環境税を課税することによって、そ
の対象であります化石燃料を値上げをする
ということと同じで、その価格インセン
ティブによって、設備や機器などの買いか
えの際に、より排出量の少ないものを選ん
でいただくことが促され、結果として化石
燃料の使用が控えられます。さらには省エ
ネ技術などの研究開発を進めることができ
ます。
　次に財源効果でございます。環境税の税
収を温暖化対策の財源として活用させてい
ただいて、さらに排出量を削減し得るとい
う財源効果が期待ができるという点、排出
削減対策を講ずる方に対しては助成措置や
租税の特別措置などを講ずる――よい例と
して、自動車税のグリーン化で、低公害車、
クリーンエネルギー自動車の普及が急速に
進みました。この財源効果によって相当の
効果が期待ができるのではないかと考えて
おります。
　最後にアナウンスメント効果でございま
す。税制に関しては社会的な関心が大変広
いわけでございますから、国の施策として
環境税を導入する、つまり、国家としての
意志を環境税に込めるということで、国民
の皆様方一人一人がその税の負担を感じて
いただき、化石燃料の使用を抑制すべきこ
とが認識されることで、温暖化対策を確実
に普及させる原動力となるアナウンスメン
ト効果が出てくると思います。
　昨今、ガソリンも灯油も原油価格の世界
的な上昇で、ニューヨーク市場はちょっと
異常だったとは思いますけれども、結局、
ガソリン代は上がっているのに、ガソリン
の消費は減っていないではないかというこ
ともよく耳にいたします。それが産油国に
無理やり流れるのか、それとも我が国の国
家としての税収につながって、さらにプラ
スの方向に使われるのか。私は、これを
知っていただくことが一番大きなアナウン

スメント効果につながってくると考えてい
るところでございます。
　さて次に、環境税は日本ではまだ新しい
というか、天野先生などは本当にもう10数
年前から訴えておられる考え方でございま
すけれども、欧州では環境税が既に導入を
されておりまして、その効果も確認されて
いるところでございます。フィンランドの
場合、エネルギー起源のＣＯ２排出量の約
７％、オランダでは電力消費の6.3％が環
境税によって削減されたと評価されており
ます。フィンランドについては既に環境税
が導入されておりますけれども、ノキアな
どの先進的な技術力によって、国際競争力
などは今やトップと言ってもいいかと思い
ます。
　こうした効果をもたらします環境税でご
ざいますが、私どもは次のように考えてお
ります。何のために環境税が必要なのか。
一番上に書いてありますように「美しい地
球を子孫に残すための会費」、ちょっとロ
マンチックな、税にしては随分情緒的じゃ
ないかとお叱りを受けるかもしれませんけ
れども、やはり理念というものは、まずは
こういった大きな観点でとらえておく必要
性があると思います。
　先ほどから申し上げておりますように、
環境税は化石燃料に課税をさせていただく
わけでございますから、あえて燃料を割高
にして、それによってエネルギーの節約を
促す、そして省エネ機器への投資、買いか
えを国民の皆様方に広く促すという効果に
なるわけです。また、税収を温暖化対策に
回すということで、対策にしっかり取り組
んでいただく方々に対しては、新たな補助
金――いま補助金は三位一体（の改革）で
いろいろと問題が指摘されておりますけれ
ども、これは地方の関係する補助金ではあ
りません。国が直接という形になるわけで
ございます。この補助金でもって技術開発



7

などにさらに努力をしていただく、省エネ
製品を購入する方々に支援をさせていただ
くということで背中をグッと押す、そのた
めの補助金でございます。あるいは、他の
税の負担を今現在よりも軽くするといった
経済的支援も行うことが可能となる財源に
なるわけであります。
　こうした仕組みを通じまして、環境税の
究極の目的は何か、もちろん化石燃料の
（消費）抑制をするということと、社会経
済システムを改革していこうということで
ございます。そういうことで「美しい地球
を子孫に残すための会費」という考え方、
これをぜひとも皆様方にもお知りいただき
たいと思います。
　税というのは、誰も好きこのんでぜひ
取ってくださいというのは、100％ないわ
けでございます。環境税の導入についてさ
まざまな世論調査の結果が出ております。
これは別に都合のいい数字だけとってきて
いるのではなくて、このところの環境税に
対しての世論調査を網羅して出させていた
だいているんです。まだ環境税とは何かと
いう御説明もしていない時点からではござ
いますけれども、いずれの場合も賛成とい
う方々が多くなっています。もちろん反対
意見もありますが、税金ということを考え
ますと、これは環境に対して何かしなくて
はいけないと、皆様が非常にお感じいただ
いている結果ではないかと思います。
　環境省といたしましては、審議会、説明
会など、また、今日のこういう場もそうで
ございますけれども、環境税につきまし
て、いろいろな方々と議論も重ねてまいっ
たわけでございます。昨日、環境税の基本
的な環境省の案ということで、改めてお示
しをするに至ったわけでございます。現在
の皆様方のライフスタイル、社会経済シス
テムを、脱温暖化へと誘導する推進力にし
ていこうという基本的な考えに基づくもの

でございます。そして、環境税の税率、課
税段階、軽減策、税収の使途などを具体的
に提示をさせていただいたということでご
ざいます。
　環境と経済の統合を図るというのが小泉
政権の大きなテーマであり、私自身、環境
大臣として政策の大きな柱とさせていただ
いておりますので、環境保全上の効果を確
保しながら、家庭、企業の経済的な負担を
できるだけ軽減する、そういったことにも
配慮をさせていただいております。課税対
象はすべての化石燃料と電気。直接払って
いただく方々、課税の段階は、化石燃料の
種類によって分けております。ガソリン、
軽油、灯油、ＬＰＧ、これらは精製段階、
いわゆる上流でございます。そして石炭、
重油、天然ガス、都市ガス、電気、ジェッ
ト燃料、電気などについては、供給する会
社が特別に消費者から徴収する、また、石
炭などにつきましては、工場などが申告し
て税を納めていただくという、いわゆる下
流の課税とさせていただきたい。
　税率は炭素１トン当たり2400円。電気
にいたしますと１キロワットアワー当たり
25銭、ガソリンですと１リットル（当たり）
１円52銭という計算になります。平均的な
家計がエネルギー消費をそのままにした場
合の負担額は、年間約3000円、月々約250
円という計算になるわけでございます。こ
れによる税収が約4900億円でございます。
　これについては、国際競争力の確保、産
業構造の急激な変化ということで、産業界
からもこういった点に対してのご心配が寄
せられているところです。それらを緩和す
るために、鉄鋼など製造用の石炭、コーク
ス、農林漁業用のＡ重油などは免税、エネ
ルギー多消費型製造業に属します企業が消
費する石炭、重油、天然ガス、電気、都市
ガス、これらは軽減させていただきます。
運輸事業対策としては、軽油について軽減
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とさせていただきます。
　それから、いわゆる低所得者の方々、ま
た、日本は中小企業の多い国でございます
ので、中小企業などへの配慮といたしまし
て、低所得者には電気、都市ガスについて
の免税点の設定、製造業者の小口事業者に
おける石炭、重油、天然ガスは非課税、寒
冷地・低所得者に対する配慮として、灯油
については軽減を行っていきます。導入は
再来年（平成18年）の１月ということで、
環境省として提案をさせていただきまし
た。
　もう少し身近な数字で見ていきたいと思
います。１世帯当たりの負担額です。一般
的な家庭で使用されますエネルギーの大半
は電気となっているわけでございますが、
次に多いのが自動車の燃料、ガソリンで
す。この二つで家庭で使用されるエネル
ギーの４分の３を占めることになります。
灯油については、もちろん北海道と沖縄で
は全然違うわけでございますけれども、寒
冷地にお住まいの方々に不公平とならない
ように、ほかのエネルギーと比べて税率は
半分にします。
　こうやって、実際にエネルギーを使って
いる実態に即した形できめ細かな課税をし
てまいりますと、先ほど申し上げましたよ
うに、１世帯当たりの負担額は約3000円、
月額毎月約250 円という数字でございま
す。国民の皆様の負担も考えながら、かつ、
負担感を持っていただいてエネルギーを節
約する効果を持たせる、この両方の目的を
一致させるということで、私どもも制度設
計にはいろいろなシミュレーションなども
させていただいて、こういう数字を出させ
ていただいたということでございます。
　さて、納税者の皆様方から一番気になる
ところが、この税収は一体何に使うんだと
いうことでございます。先ほど全体で約
4900 億と申し上げました。温暖化対策に

3400億、雇用促進など企業活力の維持向上
に1500億――社会保障の分野でございま
す。では、温暖化対策は何かといいますと、
こちらに書いてありますように、家庭用の
省エネ機器の購入を促進していただくため
のものとして、住宅の断熱向上、例えば複
層ガラス――日本の家庭というのは、二重
窓はまだまだほとんど普及しておりません
けれども、二重窓を導入することによっ
て、温暖化に対して（断熱保温）効率が大
変よくなることもございます。ですから、
まだまだ日本の家庭においても、やるべ
き、または、やっていただきたい分野はた
くさんあるということでございます。太陽
光発電装置、燃料電池の導入促進などと
いったことに対しての支援をすることで、
豊かで環境に優しい生活の実現をします。
　オフィス用省エネ設備の導入促進、ビル
の省エネ改修促進、これはＥＳＣＯ事業な
どを含みます。太陽光発電装置の導入促進
などを通じまして、環境設備支援と環境産
業を育成します。低公害車、低燃費車の購
入を促進する、鉄道へのモーダルシフトを
促進するといった形で、世界最高水準のグ
リーンな交通を実現してまいりたい。中長
期的に効果を発揮する（対策として）、技
術開発（・都市改造）などにも生かしてま
いりたい。緑の国づくり（森林対策）――
ご承知のように、森林の吸収源（対策）3.9
％のうち、現時点では3.1％と言われてお
ります。
　さらにはもっと分かりやすいところで、
風力発電、太陽光、バイオマスなどの新エ
ネの促進、天然ガス火力の設備利用率の向
上を通じましたクリーンエネルギーへの転
換。そして京都メカニズムの有効活用。さ
らには、温室効果ガスで非常にその割合の
高い代替フロンガスなど３ガス対策の推進
などに使ってまいりたい。また、地方にも
配分をして、都道府県がそれぞれ行ってい
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る温暖化対策についても後押しをしてまい
りたい。そして、右側に出ております雇用
促進など、企業活力の維持向上にも努めて
まいりたい。
　先ほども欧州の例を説明させていただき
ましたけれども、既に環境税を導入してい
る各国の使い道を一覧にしてまいりまし
た。ご覧のように、一般財源に入れている
国々が多い。いろいろな税の背景が我が国
とは異なっていることもございますでしょ
う。また、諸外国の税率はかなり高めと
なっているところでございます。それに比
べますと、私どもの提案は税率が低目で、
経済への影響を少なくしつつ、しかし、高
い税率と同じ効果を求めていこうというも
ので、温暖化対策に回すことが中心となっ
ているわけでございます。
　こちらにも書いてありますように、イギ
リス、デンマーク、ドイツなどでは、環境
税の税収を、ほぼ社会保険料の軽減のため
の補助に充てているという例がございま
す。雇用の促進、企業活動、企業活力の維
持向上にも目を向けているということでご
ざいます。今アンケート調査をとります
と、一番やってほしいことは社会保障の分
野（社会保険料の軽減）になるわけでござ
います。こちらについても考えてまいりま
して、この案を入れさせていただいたわけ
でございます。温暖化対策に充てる分と合
わせまして、企業から徴収した分は企業に
返るという、実質的に税収中立という考え
方でございます。
　さて環境税を、国民の皆様方のライフス
タイルや社会経済システムを、脱温暖化に
誘導していく推進力となるべく導入をして
まいりたいと考えているわけですけれど
も、税収の活用で温暖化対策を促進し、ア
ナウンスメント効果によって意識の啓蒙に
つなげていく、その総合的な結果として、
国民全体が温暖化対策に関与して、京都議

定書の削減約束（1990年基準）との14％の
ギャップのうち、これで４％の削減につな
がっていくということでございます。
　改めて申すまでもなく、我が国は経済大
国、資源小国であります。この我が国の社
会経済基盤の強化、環境ビジネスの促進に
寄与する環境税としてまいりたいと思って
おります。また、企業側からいつも心配が
出る国際競争力への影響につきましても、
さまざまな軽減策をとることで、また、き
め細かな配慮をすることで、個別産業への
経済影響は最小限にとどめると同時に、経
済全体につきましては、ＧＤＰで年率0.01
ポイントの低下にとどまるという試算を出
しております。つまり、環境税を導入しな
い場合に予測される年間平均成長率で
2.50％といたしますと、環境税の導入で
0.01ポイントの低下、2.49％になるという
ことでございます。
　逆にこうやってより環境に産業のシフト
をし、また、私たちの意識を大きく変える
ことで、環境技術で既に世界に冠たるもの
を持っている我が国がさらに世界をリード
する、そういう技術がより一層高まってく
ることを期待したいと思っております。そ
うした世界に誇るべき省エネ、新エネ技術
でございますけれども、風力発電、太陽光
発電、燃料電池自動車といったような技術
が、既に世界でも我が国の技術力を裏づけ
ている先例ではないかと思っております。
　環境省では、環境と経済の好循環の実現
に向けまして、三位一体ならぬ、国民と企
業と行政が一体となって取り組んでまいっ
て、健やかで、美しくて、豊かな環境先進
国づくりに励みたいと思っております。私
はこれを「ＨＥＲＢ（ハーブ）構想」と名
づけました。ヘルシーで、エコロジーで、
エコノミーも考えて、リッチで――リッチ
というのは物資的な豊かさだけではありま
せん。心の豊かさを含みます。ビューティ
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フル（美しい）。この頭文字をとりまして
ＨＥＲＢな国、健やかで、美しくて、豊か
な環境先進国をつくりたい。
　それを目指すための一つの強力な手段と
しての環境税の導入によって、2025年には
このようなＨＥＲＢな社会をつくってまい
りたいと思っているところでございます。
こういう場合、ごろ合わせではございませ
んけれども、何かいい言葉がないかと思っ
て、いつも考えておりましたら、六本木で
何かの広告にハーブと書いてあったんで
す。私は「あ、これだ」と思って、「ＨＥ
ＲＢ構想」と名づけたところでございま
す。
　環境大臣として、また、資源の少ない我
が国において、私自身は中東諸国とのさま
ざまな接点も持ってまいりました。我が国
の歴史を考えますと、常にエネルギーが最
大のアキレス腱となって、我が国はそのた
びに右往左往するという連続でございまし
た。環境税の導入というのは、単に国が税
収を得るだけではなくて、日本という国を
エネルギー面でも自立できる国にしていき
たい。これは安全保障にもつながるわけで
す。私はそういう思いを込めて、環境税の
導入に皆様方の大きなご支援とご理解を賜
りたいと思っておりますので、性根を入れ
て取り組んでまいりたいと思います。皆
様、どうぞよろしくお願いいたします。
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岡島氏
　皆さん、おはよ
うございます。今
日は環境税という
ことで、やや難し
いテーマですけ
れども、恐らく今
日おいでになら
れた方々は、環境
について随分お
詳しい方が多いのではないかと思っており
ます。そういうことで、今日はちょっと
突っ込んだお話がいろいろあろうかと思い
ます。大臣の基調講演を受けて、これから
パネルディスカッションを行います。
　最初に大臣の向こうにいる天野先生か
ら、５分ぐらいずつ、お三方にご自身の環
境税についてのお考えを述べていただきま
す。その後、パネリスト同士の意見交換と
いうことで、私のほうでも多少ご指名させ
ていただいたりしますけれども、基本的に
はお互いで、それぞれの方に対する質問な
どもしていただきます。これが約13分で
す。その後、全体のディスカッションを受
けて、大臣にコメントをいただきます。
　それが終わりましたら、事前にこういう
ことを聞きたいというご質問を受け付けて
おりまして、その中から三つほどの基本的
な質問について、それぞれの先生からお答
えをいただきます。それが終わりました
後、本来のタウン・ミーティングというこ
とで、40分ぐらい時間がありますので、会
場の皆様と大臣、もしくは会場の皆様と天
野先生以下、専門家の方々にご質問をいた

だいて、じかにお話をいただくことになっ
ております。12 時半に終わる予定ですの
で、よろしくお願いいたします。
　環境税のお話はなかなか難しいところも
あったりして、二酸化炭素の問題も、では、
その炭素はどうやってはかるのかというと
ころから考えても、わからない人がたくさ
んいらっしゃるので、今日は私も一緒に勉
強させていただきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
　早速ですが、時間も制約がありますの
で、まず天野先生のほうからプレゼンテー
ションをいただきたいと思います。実は私
も今から７～８年前までは新聞記者をやっ
ていたんですけれど、もう20年ぐらい前か
ら天野先生には経済のことを教わっていま
した。環境税は当時から話がありまして、
日本の環境税を理論的にずっと引っ張って
こられた方でございます。たった５分でそ
の間のお話をしろというのもなかなか難し
いですけれども、そこは第一人者である先
生ですので、お話しいただけるかと思いま
す。よろしくお願いいたします。

天野氏
　天野でございます。先ほど大臣のお話に
もありましたが、二つの点が非常に重要で
ありますし、今日はその点についていろい
ろご議論が出ればと思います。一つは、大
気というものが、ちょうど廃棄物の捨て場
と同じような形で非常に少なくなりつつあ
るということです。以前は私どもは大気を
全く自由に、好きなように使ってきたわけ
ですけれども、最近は大気中に二酸化炭素
を排出する余地がほとんどなくなってい
る、あるいは、現在の排出を減らさなけれ
ば、将来、気候の安定ができないという状
況になっております。
　これは大気が一種の資源になっている。
資源というのは、使う人がお金を払って使

パネルディスカッション
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うというのが建前でありますが、最近はそ
ういう状況になってきていて、もう既に欧
米諸国では、１トンの二酸化炭素を出すの
に例えば８ユーロ払います。払い方はいろ
いろありまして、税金で払う方法もありま
すし、排出の許可証を手に入れるために許
可証が取引されている市場から買い入れる
という方法もあります。いずれにしても、
一言で言えば我々は炭素制約社会に入って
いる、そして大気中に炭素を排出する人は
その料金を払う、そういうことが必要な時
代に入っているという認識だろうと思いま
す。
　もう一つは、そういう状況の中で、先ほ
どのお話のように、京都議定書が２月ごろ
に発効することになっておりまして、日本
はその排出削減を国際的に義務づけられる
ことになります。もし、その義務がちゃん
と履行できなければペナルティーを科せら
れる状況になっております。万が一、もし
仮にペナルティーを科せられることになれ
ば、経済的にも大変な損失でありますが、
同時に、この問題に関する日本の発言力が
大幅に低下して、それ以降の交渉で非常に
不利な状況に置かれることになるわけで
す。そこで今日は、そういった問題に対処
する方法について、環境税という形でいろ
いろと議論するということです。
　環境税というのは非常に重要な機能を
持っておりまして、人々が先ほどのような
料金を支払う際に、もちろん環境をよくす
るために料金を払うという考え方もあるで
しょうけれども、できるだけ同じ生活をす
るのに、そういう料金を払わない生活があ
り得るだろうということで、生活者も生産
者もいろいろと知恵を絞るということが始
まるだろうと思うわけです。
　ですから、そういった料金とか税を直接
払われる人ばかりではなくて、我々は市場
経済下にあるわけですから、ものを生産し

ている企業がそれ
を価格に跳ね返ら
せると、そういう
品物を買った人
が、やはりそうい
うものが含まれて
いない安い品物を
買うほうへ転換す
る。それを見てい
る生産者のほう
は、そういうものが必要ではないような製
品をつくるほうにもっと転換する。いろい
ろな波及効果が起こっていって、普通の生
活の中で人々が大気を炭素で汚さない、そ
れが普通の日常生活の中に組み込まれてい
くような社会に変わっていく、ちょうど今
は発端になっていると思うわけです。
　ただ、こういうふうに税を課すにしろ、
許可証を買うにしろ、かかる料金があんま
り大きな料金でなければ、皆さんはあんま
り意識しないのではないか、行動を変えな
いのではないかというお考えもあるのです
けれども、今までのデータを調べる限り
は、例えば二酸化炭素というのは化石燃料
の消費と非常に関係がありますので、化石
燃料の消費の値段が上がったり下がったり
していることに対して、消費者がどういう
反応をしているかを調べてみました。
　短い期間をとればあまり変わりませんけ
れども、いろいろな機器の買いかえとか、
工場の機械の入れかえとか、少なくとも７
～８年から10年ぐらいまでの長期のスパ
ンで、価格が上がった状態が続きますと、
かなりの影響があります。例えば値段が10
％上がりますと、消費量の減るのは、１～
２年の間には１％ぐらいしか影響がありま
せんが、10年もかかって皆さんが十分に使
い方を変えたり、機器を買いかえたりして
いきますと、５％ぐらい減ります。ですか
ら、値上がり分パーセントの半分ぐらいの
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消費量減少が起こるということがありまし
て、まず、こういった政策を導入している
国が成功しているのは、そういった反応が
きちんと出ているということであろうと思
います。
　それと同時に、日本では省エネがもう世
界に先駆けて進められております。いろい
ろな産業ですばらしい業績を上げておりま
すけれども、まだ削減の余地があります。
その削減の余地がある部分で、こういう環
境税のようなものが入ってきますと、残っ
ている機会を全部有効に活用して、料金の
支払いを減らそうという動きが起こります
ので、既にいろいろ調査が進んでおります
けれども、それによってかなりの削減が期
待されます。
　ただ問題は、そういう機会を使い尽くし
てしまいますと、あとは削減のコストが非
常に上昇します。現在、日本は世界的にも
そういう費用が高くなっている国の一つで
ありますから、どうやってその費用を減ら
すかという工夫が同時に必要になってきま
す。今回、環境審議会でも議論しましたし、
環境省の提案にも入っておりますけれど
も、単に税をかけるのではなくて、できる
だけ低い税負担で、できるだけ国内にある
削減機会を有効に使うためには、どういう
手法が考えられるかと大変知恵を絞りまし
て、一つの方法に到達したわけです。
　排出している量に対してごく低い税金を
かけますけれども、かなりの税収が入って
きます。その税収を、企業の国際競争力を
高めたり、削減の助成に使ったり、いろい
ろなやり方をすることによって、国民の負
担をできるだけ下げながら、しかも税を課
せられる主体の負担も下げながら、しかし
環境的には非常に大きな効果が期待できる
ような手法が考え出されたわけです。これ
が実施されれば、日本も国際的にいろいろ
な主張ができるような新しい制度の導入に

成功するのではないかと、私は大変期待を
しております。以上でございます。

岡島氏
　短い時間で本当にありがとうございまし
た。次に経団連の環境・技術本部、環境グ
ループ長でいらっしゃいます青山さんにお
話を伺います。本日のディスカッションの
基本的なテーマとしまして、比較的難しい
と言われている環境税について、一体何が
論点になっているのか、それを明確にする
ことも今日のテーマの一つであります。青
山さんは、どちらかというと環境税には批
判的な立場にある経団連からのご出席です
ので、ぜひ、その辺のところもここでゆっ
くり聞かせていただきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

青山氏
　ありがとうございます。早速ですが、皆
様のお手元に経団連でつくりましたパンフ
レットを入れさせていただいております。
最初は５分間いただいて、こちらに沿いま
して、私どもの論点を簡単にご説明したい
と思います。一番後ろの裏表紙でございま
す。色が茶色いのは、今はやりの間伐材を
使わせていただいて、「環境に優しい経団
連」をアピールしているということです。
　最初に結論から申し上げますと、温暖化
問題に全力で取り組んでいる産業界は、環
境税や経済統制的な施策には断固反対で
す。先立って大臣とご懇談をさせていただ
く機会がありまして、「今日は経団連は何
回断固反対と言うのかな」と言われまし
た。産業界、会員企業・団体の皆様の声を
背負っておりますので、私の立場から申し
上げますと、断固反対、断固反対、断固反
対と、先に３回ぐらい申し上げておきたい
と思います。
　まず、皆様でごらんになられた方はおあ
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りでしょうか。2003年１月１日に、私ども
の奥田会長が黒川紀章先生と一緒にお正月
のＮＨＫ番組に出まして、経団連の新しい
ビジョンを発表しました。その中で経団連
は「環境立国」――私ども企業は、もちろ
ん企業に限りませんけれども、皆様、日本
人が持っている環境マインドの高さ、環境
のシステム、それから環境の技術を世界に
売って、それを21世紀での私どもの競争力
の源泉としていく、そういう戦略を打ち出
そうじゃないかという、明るいメッセージ
を出させていただいたわけでございます。
経団連は環境税に反対しているというの
は、いま持っている私どものものを大事に
というのが基本的な姿勢でございます。
　１ページ目、皆様はご承知かもしれませ
んし、ご承知ではないかもしれませんけれ
ども、経団連は、京都会議に先立ちます
1996 年に経団連環境アピールをまとめま
して、自主的に、前向きに、だれからも言
われないで、政府から言われたのではなく
て、自主的に温暖化問題に取り組もうとい
うことで、実は廃棄物対策とあわせて二つ
の自主行動計画を始めました。このグラフ
のように、おかげさまで、今のところ５年
間連続して1990年の数字（目標）を下回
り、1990年に比べましてマイナス1.9％の
ＣＯ２を削減しているという成果をおさめ
ております。
　２ページ目でございます。ロシアが批准
をします、京都議定書が発効します、それ
はいいことじゃないですかと。経団連が先
駆けて取り組んでいる温暖化対策を、ぜひ
皆さんにももっともっと知っていただい
て、この自主行動計画、自主的な取組の輪
を広げていきたいと考えております。です
ので、私どもの立場は、環境自主行動計画
を着実に推進だけではなくて、達成してい
きます、本気でやりますということを申し
上げております。

　３ページ目です。先ほど大臣のお話にも
ございました、日本の生活はこれだけ省エ
ネが進んだ国にもかかわらず、やはり経済
活動を行っておりますと、どうしてもＣＯ
２は出ます。それは国民生活と企業活動の
両方でございます。ＣＯ２の状況は、産業
部門はおかげさまで、1990年に比べますと
若干ですが、マイナス1.7％は減っており
ます。産業部門は約半分のＣＯ２を排出し
ている部門でございまして、残りの約半分
が民生、運輸部門でございます。この部門
が20％、30％とふえています。半分を占め
ている民生、運輸部門がふえておりますの
で、日本全体としては約10％ぐらいふえて
いるというご理解でよろしいかと存じま
す。
　経団連は産業部門の担い手として、ＣＯ
２を減らしているという成果はおさめてい
るのですが、ふえている民生、運輸部門は
他人の問題だよ、私どもの目標とは直接関
係がないから知らないよということは、私
どもは言っておりません。ということで４
ページ目、民生、運輸部門の温室効果ガス
削減に一層貢献していきます。その中には
もちろん製品を供給している立場がござい
ます。それから運輸部門は荷主の立場、担
い手である物流業者、これも経団連の会員
企業がかなりの数を占めている業界でござ
います。そうしたことで、例えば、いま政
府の関係部局と一緒になって、グリーン物
流パートナーシップ計画をつくっている最
中ですけれども、さらなる物流効率化を通
じまして、ＣＯ２削減にも努力していきた
い。
　さらに、先ほどちょっと申し上げました
ように、森林対策のポイントは、やはり皆
さんが国産材をいろいろな理由で使われな
い、経済的になかなか回らないところがご
ざいます。本日見ていただいているパンフ
レットは間伐材を利用したものでございま
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す。せっかく間伐しても、なかなか使って
くれる人がいないというところでございま
すので、こうしたものをぜひ企業に広めて
いきたい。そこで会長会社を説得したわけ
ではございませんが、会長会社も実は環境
報告書を６万冊出しておりますが、早速自
主的に間伐材を使っております。この丸い
スコップを持ってかわいらしい顔をしたも
のが間伐材マークでございます。こうした
ものを地道に広げていくことが重要ではな
いか。
　それから忘れてはならないのが、やはり
ＣＯ２対策で重要な決め手となるのが原子
力でございます。原子力はまず安全という
のが大前提でございますが、安全という大
前提のもとで推進をしていくというのが温
暖化対策では重要だと考えております。
　足早ですが、５ページ目、６ページ目を
お開きください。重要なポイントでござい
ます。温暖化問題は、もちろん日本は一生
懸命取り組んでおります。ところが、例え
ばお隣の中国は、2000年時点で30億トン
以上のＣＯ２を出しています。ちなみに、
昨年（2003年）、中国は9.7％の経済成長
を遂げましたが、ＣＯ２がどれくらいふえ
たかをご存じの方はおられますでしょう
か。昨年、中国は１次エネルギーからだけ
でも20％近いＣＯ２をふやしてきており
ます。
　中国のＣＯ２は2000年時点で33億トン
と言われておりまして、小学生の掛け算に
なってしまうのですが、単純に20％を掛け
ても、去年１年間だけでおよそ７億トンは
ふえています。先ほど大臣からお話があり
ました、環境税の導入で４％を減らすと、
減らせる量は5000万トン、6000万トンで
ございます。中国がふやしてしまっては、
日本の努力は水泡に帰してしまうおそれ
がございます。
　ですので、最初に申し上げましたよう

に、「環境立国」と
いうことで、私ど
もの持っているも
の、もちろん行政
も含めて、中国と
か、これからＣＯ
２をたくさん排
出して、ふやして
しまう国に対し
て、いかに効果的
に協力をして、地球全体の環境を守ってい
くのか、地球を守っていくのかというのが
非常に重要な課題となります。それが５
ページ目の趣旨でございます。
　具体的には、京都議定書の中に京都メカ
ニズムという、海外での貢献分を目標にカ
ウントしようという仕組みがございます。
これを有効に活用しながら国際貢献を果た
していきます。国際貢献というのは、相手
の国の温暖化に対する意識改革につながり
ます。日本の方々のマインドの向上ももち
ろん重要でございますが、日本は既に環境
マインドのかなり高い国でございます。こ
れを世界全体に広げていく努力が外交的に
も必要ではないか、対策としても有効であ
るというのが経済界の主張でございます。
　一番最後の裏表紙が以上の論点をまとめ
たものでございますので、経団連は何を考
えているのかを思い出していただく際に
は、この裏表紙をごらんになりながらお話
を聞いていただければと考えております。
以上でございます。

岡島氏
　ありがとうございました。続きまして、
松田さんにお話をいただきます。皆さんご
存じのとおり、松田さんは元気なごみ仲間
の会の代表で、日本のリサイクルを20年に
わたってずっと引っ張ってきました。常識
を次から次に市民の側から覆していって、
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ついに容器包装リサイクル法をつくり、さ
らにそのほかの法律をどんどんつくってき
ました。いま青山さんがおっしゃっていま
したけれど、産業界に「そんなものができ
るわけはないじゃないか」と言われ続け
て、法律を何本もつくってきた主婦の代表
でございます。また、環境税についてもい
ろいろお話があろうかと思います。よろし
くお願いいたします。

松田氏
　松田美夜子でございます。経済界の方の
お話を聞きながら、本当の本音はどこにあ
るんだろう、かわいそうだな、こういう理
屈しか言えないのかしらと思っておりまし
た。ごみとリサイクルの問題からスタート
しまして、日本のごみ問題を減らすために
皆さんとご一緒に頑張ってまいりました。
そしていよいよ私たちは、この地球環境問
題のことについても勉強を始め、環境税に
ついても学び考える活動を始めました。
　私も２年ほど前までは、京都議定書のこ
とも、環境税のことも、難しいので専門家
に任せておけばいいのかなと思っていたの
ですが、去年の12月に環境税のこの委員会
に、市民代表、ＮＰＯの仲間の代表として
入ってみて、話の内容が理屈ばかりで、実
践で動いていないことに気づきました。今
は理屈も大事ですけれども、一歩でもいい
から日本の国としての姿勢を国際社会の見
せていく、そうしないと国際社会の取組に
遅れてしまうということをつくづく感じま
した。
　環境税は絶対に必要ですし、小池大臣が
一生懸命に頑張って、環境省の方たちと一
緒に、日本を何とか、この環境税というこ
とで、京都議定書を京都でやった国とし
て、国際社会の中で毅然とした姿勢を見せ
ようと思っているときに、応援しなくては
いられないと思うようになりました。もち

ろん小池大臣を応
援しようという気
持ちもあります
が、小池大臣を応
援するのは、私自
身が環境税が必
要だということ
をつくづく感じ
ているからです。
　昨日、私は徳島
県の吉野川に行ってまいりました。河川敷
は洪水で、水嵩が10ｍも増水し、川岸の樹
木の上の方にごみがからまっていました。
それだけの濁流が押し寄せてきているんで
す。それから新居浜市に行ってまいりまし
た。そこも悲惨な状態でした。また、いま
新潟にうちの学生がボランティアで行って
いますが、この前、帰ってきて言いました。
「先生、現場に行くとひどいですよ。テレ
ビの画面はきれい過ぎる。現場はにおいが
あって、人々のつらさがあって、やっぱり
現場が大事。これからどうなるのか」と報
告を受けました。
　それらは温暖化が直接には関係ないかも
しれないけれども、気候変動が起きている
ことは事実です。それを、私たちが１家庭
当たり250円のお金、コーヒー１杯を節約
することで実現できると環境省が言ってい
るんです。だったら導入しましょう。その
使い方については、むだ遣いをしないよう
にチェックしていきたいと思います。私は
審議会の席に入っていて、経済界は「お金
の使い道がわからないから反対だ」とよく
おっしゃっていますので、使い道は一緒に
考えましょうということをお伝えしたいと
思います。
　私は廃棄物政策の動向調査のため、海外
に毎年行きます。海外はごみの政策をどん
どん発生抑制へ、つまり、ごみを出さない
政策へ変えていって、循環型社会、リサイ
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クルする社会ではなくて、発生抑制の社
会、持続可能な社会にしていくということ
をやっているわけです。フィンランドに
行っても、スウェーデンに行っても、彼ら
はみんな必ず「京都議定書を守らないとい
けないから僕たちは努力している」と言う
んです。
　国際社会の中で、インターナショナルな
企業がたくさんある日本の経団連が、京都
議定書の来年の発効を間近にしながら、国
内であの程度のプレゼンテーションしかで
きないというのは、私はおかしいと、本音
ではないと思っています。経済界はとにか
く法律が改正するときには必ず反対しま
す。反対することで自分を目立たせたいん
だと思うんです。しかし、国が方針を決め
ると、いち早く技術開発をして先進国に
なっていくのが日本です。だったら、今さ
ら反対なんてみっともないことを言わない
で、一緒に知恵を出し合いたい。まずは前
段、そこまでで終わります。

岡島氏
　ありがとうございました。いきなり激し
い言葉が出てきてびっくりしました。
ちょっと時間が押していますので、手短に
と思います。青山さんがひとりサンドバッ
グのようにたたかれる状況になっています
けれども、議論をすればいいのであって、
けんかをしているわけではないので、議論
を明確にすると。ですから、ここで意見が
違うからといって、青山さんを嫌いだと
か、そういう話ではないということです。
日本人は議論をすると、必ず人まで嫌いに
なってしまうんです。議論がうまくなく
て、議論をすると経済界まで嫌いになって
しまいます。
　これは環境税で意見が対立しているとい
うことでして、今の青山さんのご意見など
をお聞きしていますと、一番大きな問題は

経団連の「環境税は使途も効果も疑問で
す」という一点だと思うんです。産業界が
やっているというのはみんな知っていま
す。日本の産業界は欧米の国などと比べて
も、平均レベルでは圧倒的によくやってい
ることも、私どもがやっていると言わなく
ても国民はかなり知っています。
　ようやく好転し始めた経済については、
これはタイミングの問題で、おっしゃるこ
ともそのとおりだと思います。京都議定書
の問題に関しては、不備はもちろんありま
しょう。しかし、京都議定書ができないぐ
らいだったら、中国やアメリカも入ってこ
られるような次なる施策もできないでしょ
う。こういうことはみんな大体わかってい
る話です。
　そういう中で、「環境税は使途も効果も
疑問です」というところが、やはり論理的
には一番厳しいところではないかと思うん
ですが、天野先生、経団連のこの２番目に
書いてあるところなどを踏まえながら、も
う一度お話しいただければと思います。
天野氏
　大臣が環境税の機能の一つに挙げられた
説得力ですね。現在、我々が既に炭素制
約社会に入っているんだということを、た
くさんの人たちにわかっていただく非常に
有効な手法というのがあるわけです。これ
は、税率とか税収をどう使うかということ
よりも、社会の仕組みがこの時点で変わる
という認識を皆さんで共有する、そういう
手段だと私は思っております。
　経団連の資料の３ページにグラフがあり
ます。産業部門は横ばいかちょっと減って
いるんですが、運輸、民生部門で非常にふ
えています。これは家庭などでいろいろな
機器を使いますけれども、その消費段階で
非常にたくさんの二酸化炭素を出していま
す。産業部門というのは物をつくっている
段階です。そこでは非常に省エネが進ん
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で、効率の高い方法が使われていますけれ
ども、そこでつくったものを使う段階で、
非常にたくさんの二酸化炭素を出していま
す。
　私たちは循環型社会をつくろうというこ
とで、廃棄物に関して拡大生産者責任と
か、拡大生産物責任という考え方が定着し
かかっているわけです。大気を汚すという
ことは、廃棄物を出すのと同じことをやっ
ているわけで、二酸化炭素についても生産
者責任、生産物責任というのがあると思う
んです。今後、そういう考え方が定着して
くる、それをはっきりわかっていただくの
に、炭素税のようなものが非常に有効に働
くと私は思っていますので、税率が低いと
か、税収をある目的に使うから効果がない
というのは、長期的な視点ではないと思い
ます。
　運輸、民生についても、産業界と関連が
あるので取り組みをしているとおっしゃい
ました。そういった取り組みを拡大生産者
責任ないしは拡大生産物責任という形で、
使用段階での二酸化炭素の排出削減につい
ても、国が責任を持つというよりは、そう
いうものをつくっている企業が責任をきち
んと果たすという考え方を持っていただく
上で、今回の試みというのは非常に画期的
な、一種の時代を画するような提案ではな
いかと思っています。
　それからもう一つ、５ページですけれど
も、先ほどの青山さんのご意見で気になっ
たところがあります。確かに温暖化は一国
では解決できないグローバルな問題です。
ここのグラフにありますように、中国とか
インドの排出量は非常に大きい。ただし、
これらの国々の１人当たりの排出量という
のは非常に低いんです。ですから、そう
いった国々を2013年以降の議論にどう巻
き込んでいくかというのは、大変重要な問
題だと私も思いますし、そういう点につい

て、日本の発言力を高めることが大変大事
だろうと思います。アメリカが参加をし、
中国、インドが参加をするような温暖化対
策はどうあるべきかということについて、
日本は積極的な発言をしなければいけませ
ん。
　しかし、それがあるから環境税に断固反
対というのは私は全く理解できないです。
こういうことがあるから反対だということ
は、日本だけ頑張る必要はないんだという
ことをおっしゃっているように聞こえて、
これだと少しぐあいが悪い。私は、環境税
に賛成であろうが反対であろうが、この点
は非常に重要な問題ですし、むしろ環境税
のような制度を導入することで、日本が世
界に模範となれるような温暖化対策を持つ
ことが、2013年以降に米国、中国、インド
等を巻き込むような議論に積極的に貢献で
きる手法であろうと思いますので、私はそ
の点には大変異論があるということでござ
います。
　
岡島氏
　ありがとうございました。環境税の面倒
くさいのは、環境に税というのが入ってく
ると、経団連の青山さんがおっしゃるよう
に、エネルギーにはもう５兆円も払ってい
るんですよというふうに、環境以外のファ
クターもいっぱい入ってきて、経団連の主
張もわからないわけではないですね。その
辺のところも含めて、青山さん、今の天野
先生のご意見に対して反論がございました
らお願いいたします。

青山氏
　皆さん、私どものパンフレットの裏表紙
を見ていただきたいんですが、いま岡島先
生からもご指摘いただきました「環境税の
使途も効果も疑問です」と。税金ですので、
皆さんから税を取る、集めた税収で対策を
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とる、この二つがあるんですけれども、実
は既に温暖化対策ということで、国費とし
て１兆円を超える１兆3000億円のお金が
使われています。しかし、このお金で全体
としてＣＯ２は何トン減らしたのか。一つ
一つの予算は皆、国民の皆様の血税でござ
いますが、一つ一つの政策で何トン減らし
たのかということが、必ずしも明らかにさ
れていません。
　普通、企業でもご家庭でもそうかもしれ
ません。お役所の人がたくさんいる前でな
かなか言いにくいのですが、日本のお役所
の人は、どこの課長のところへいっても、
予算を５億円とったとか、10億円とったと
いうんです。いや、とるのはいいんです。
我々からすると、とって何をやったんだと
いうのが大事であって、それを聞こうとす
ると、課長は大体１年か２年でいなくなっ
ています。これで本当にやってくれたんだ
ろうか。
　というのは、私も環境問題を担当して３
年半になりますので、前の大綱の見直しの
ときにいたわけです。あのときは、国民の
努力分として1.6％分を減らすと環境省の
課長さんは言いました。その課長さんは今
は本省におられませんけれど、今の課長さ
んに、前の課長さんは減らすと言ったじゃ
ないか、国会でも議論したじゃないかと
いったんですが、それははかるのが困難で
すとおっしゃる。こういう皆さんに大事な
税金を預けて、本当に効果がありますかと
いう問題が私は実感としてございます。
　エネルギー税制では、既に５兆3000億
円の税金が、軽油引取税とかガソリン（揮
発油税）から取られております。その中で
も、実は石炭にも石油石炭税が課せられ
て、すべての化石エネルギーに課税をして
おります。石油石炭税が昨年10月に導入さ
れておりますが、その税収が4800億円で
す。石炭の税収分は、環境省と経済産業省

で半分こずつ山分けにして使われておりま
す。税率がどんどんアップしますので、将
来的には、数年後には400億、500億円の
財政収入が環境省にも割りあてられます。
　そうすると、あれ、4800億円と額も似て
いるけれども、使い方も似ているな。これ
は何かおとなりの役所と調整しているんで
すかというと、まだそうした段階ではござ
いませんということです。実際に似たよう
なもの、あるいは今まであるものは置いと
いて新しいものをつくります。あらあら、
政府の間でのお話し合いはどうなっている
んですかというのが、私どもは一国民とし
ても、経済界に身を置く人間としても疑問
に思う点でございます。以上です。
　
岡島氏
　わかりました。今度は霞が関のほうに批
判の矢が回ってきましたので、なかなかお
もしろくなってきましたね。では松田さ
ん、時間が押しているので手短にお願いし
ます。

松田氏
　そうしたら、使い方をきちんとはっきり
すればオーケーというわけですね。
　
青山氏
　二つありまして、税金を取る段階が公
平、中立かどうかと、使い道がはっきりし
ている。それから既存の税制との調整が
ちゃんととられている。僕の役所は税金を
取るけれど、ほかの役所の税金とは関係な
いよといっては、それはだだっ子ですよ
ね。そこが一つ大きなポイントだと思いま
す。
　
松田氏
　はい。
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岡島氏
　何か見えてきた感じもしないでもないで
すね。そこでひとつ大臣から、今のお話を
聞いていただいた上で、トータルなところ
からコメントをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
　小池　今日は青山さんの存在がすごく
光っているかなと。やはり議論があって初
めて多くの方々に参加していただけると思
うんです。ですから、経団連側の考え方も
こうやって聞かせていただくのは大変貴重
だと思っておりますので、これからも頑
張っていただきたいと思います。
　先ほども、片や中国では年間で７億トン
も既に出しているではないか、環境税を導
入してもたかが5200万トンで、全然オー
ダーが違って意味がないというニュアンス
に聞こえたんですが、まずは、やはり京都
議定書の中で我が国に課せられた責務を果
たしていくことが重要かと思います。その
ためにこの環境税を生かしていこうという
ことで、先ほどご紹介したような見積もり
をさせていただいているわけです。
　これは、脱温暖化社会の構築とか循環型
社会の構築、こういった大きなパラダイム
チェンジを、これから我が国で成し遂げて
いこうという大きな目標がある中での環境
税にもなるわけです。今後、先ほどからお
話のある中国とかインドも大きなＣＯ２排
出国になってきます。この二つは京都議定
書に入っていないというか、義務がないで
はないか。何よりもアメリカはどうするん
だという話になってくると思います。
　ＣＯＰ10が、今年12月にアルゼンチン
（ブエノスアイレス）で開かれることに
なっております。10周年ということもあり
ましょうし、京都議定書が来年には発効す
るということで、節目の年になろうかと思
います。そういう中で、京都議定書という
世界の枠組みに、今後、そういったより多

くの国々に実質的に参加してもらうための
方策、つまり、京都以降の話をどうします
かということが大きなテーマになってくる
わけです。
　今年のＣＯＰ10だけではなく、今後、毎
年行われるそういう国際会議の場におい
て、自らがちゃんとやっていなくて、日本
が「さあ、みんなで一緒に頑張りましょう」
という立場に立てないとなると、発言力も
影響力も非常に寂しいものになってしまう
わけです。あちらがどうだからという話よ
りも、やはりMind Our Own Businessです
ね。まずそのことをしっかりやっていくた
めに、きちっきちっと詰めた方策とその実
行、確実にそれを得ていくことが必要に
なってくると思います。
　また、税の使い方については、これまで
は、税を取られるときにはワーワーと大変
な反対があっても、使い途がどうなのかと
いうことについては、一般論ですけれど
も、10年くらい前は往々にして、意外とこ
の国の納税者というのはあまり注視してい
なかったのではないか。国会でもそうで
す。予算委員会の場というのは、スキャン
ダルも絡んで大変注目されて、花形ではあ
るんですけれども、決算になるとなかなか
目が行きません。これも大分変わってきま
した。
　そういう意味で、先ほど四つのキーワー
ドを申し上げさせていただきました。公平
性、確実性、効率性――つまり、この税を
ちょうだいする、その後、どうなるのかと
いうところで、私は大臣として透明性も入
れろと言い、四つのキーワードにふやしま
した。そうすることによって、これは確実
にこちらへ使われているとご納得いただけ
ることが、納税者に対しての、最近はやり
の言葉でいうアカウンタビリティーにつな
がっていくだろうと思っております。ま
た、これだけやったからこれだけ効果が
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あったんだということを実感していただく
ことによって、納税者のご理解をまたさら
に得られるという好循環につながっていく
のではないかと私は信じております。
　往々にして、日本では大臣もリサイクル
の対象になりがちであります。また、環境
庁から環境省になってまだわずかではあり
ますけれども、やはり私は、この国を環境
という切り口で再生していくというのは、
大きな大きな目標にしていいと思うんで
す。環境省のできた背景を見ると、高度成
長で国策として経済、経済と言っていたと
ころで公害が発生をして、その後、環境に
も目を当てなくてはいけないと。環境のこ
とに手間をかけていたらもうからんわと
いって、産業界が大変反対をしておられた
時代から、先ほど青山さんからもご報告が
ありましたように、今や率先して環境に取
り組んでいこう。最近のテレビのコマー
シャルを見ていますと、みんな必ず環境で
売りにしておられる。これを国としての売
りにするためには、もう一歩二歩必要に
なってくるということで、この環境税で
ガッと後押しをしていきたいと思っており
ます。
　先ほど、似通ったような税制がいっぱい
あるじゃないかというお話がございまし
た。その整理をやっていく必要もあると
思っております。いろいろな関係のところ
との調整というのは、結構大変なものがあ
ろうかと思いますけれども、私どもは、そ
のあたりもできるだけ頑張らせていただき
たいと思っております。雑駁ではございま
すけれど、今までの感想も含めてのご説明
です。
　
岡島氏
　ありがとうございました。これからまだ
時間がありますので、今の話などもおいお
い詰めていきたいと思います。

<事前集約意見の紹介>

岡島氏
　事前に皆様からご質問をたくさんいただ
いたんですけれども、役所のほうと相談し
ながら、基本的な三つの点について取り上
げさせていただきます。この後、自由に討
論が始まりますけれど、その前にここで基
本的なことは押さえておいて、それを外し
たところの議論にすれば細かい点について
いけるだろうということです。
　今回の環境税による少々の価格上昇で
は、化石燃料の使用量削減は期待できない
という気がするというのが１点と、環境税
の導入は国民経済に悪い影響を与えるので
はないか。先ほど青山さんがおっしゃった
ように、中国は既に途上国ではなくて、途
上国扱いする京都議定書は間違っていない
かといったような課題。それから、課税よ
りも自主的取り組みとか普及啓発、環境教
育、こういったものが大事ではないか。こ
の３点について、それぞれご質問に沿って
お答えをいただきたいと思います。
　まず初めに、今回の環境税による少々の
価格上昇では、化石燃料の使用量削減は期
待できないということです。安過ぎるとい
うことでしょうかまず、提唱者でもありま
す天野先生、その辺のところをお話しいた
だければと思います。
　
天野氏
　環境税を唯一の政策手法として、それだ
けで必要な排出削減をしようとしますと、
確かに高い税率を使わなければいけませ
ん。そのあたりが、日本で環境税を採用す
る際に考えなければいけない一つの問題で
す。ただ、環境税というのは、先ほど申し
ましたように、大気に対して二酸化炭素を
排出する際の一種の手数料といいますか、
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利用料といいますか、そういう性格のもの
です。その手数料をいかに使わないように
するかという行為を誘発するために、環境
税が導入されるわけです。
　導入してたくさんの税収を集めましょう
という目的ではありません。目的が達成さ
れれば税収はゼロになるような変わった性
格で、今までになかった税なんです。今ま
での税は、政府が歳入を確保するために、
経済活動にあまり影響しないような形で取
りましょうという形ですが、今回のは税収
がゼロになることが目的であって、税をか
けることによって人々の行動を変えてい
く、そういうタイプの手法を使いましょう
ということですので、税を節約すること
と、削減をすれば政府が助成をするのと、
同じ行動様式への影響が出てくるわけで
す。その辺が普通の税と随分違うところで
して、税を取って補助金に使うというスタ
イルで考えていると、この新しい形の環境
税というのは理解できないことになりま
す。
　例えば１トン削減することで、2000円の
税が節約できて、8000円の助成金が入って
きます。両方合わせますと１万円の収入が
ふえるわけです。そういうインセンティブ
を与えることによって、例えば１トン１万
円の高い税をかけますよというのではなく
て、2000円の税で１万円分の効果を出しま
しょうというやり方を考えているわけで
す。これは世界でもあんまり例がありませ
ん。英国がそれに近いようなことをやって
おりますけれども、日本はそれをきちんと
意識して計算をして、モデルで効果を
チェックして、これで有効であるという形
で出てきたスタイルの税です。2000円だけ
を見ていますと、いかにも低い税率のよう
に見えますけれども、実は１トン当たり１
万円の税をかけるのと同じ効果を持ってい
ると理解すれば、決して小さい効果にはな

らないという点が一つです。
　ただ、税収を削減をすることにインセン
ティブを与えるような形で使うには、いろ
いろな工夫が必要でして、従来型の補助金
のようにばらまいてしまいますと、全くそ
ういう効果が出ませんので、１トン削減す
る人に対して8000円なら8000円が、必ず
行き渡るような仕組みをつくらなければい
けません。ですから、これも環境税と一緒
に考えて、税収の使い方のところで工夫が
必要であって、今回の提案にはその工夫も
含まれていていると考えます。ここでは正
確に計算すると幾らになるかというのはあ
りますが、例えば１トン３万円ぐらいの課
税をするのと同じような効果が出ると思い
ます。そういうこともちゃんと計算をした
効果を読んでおりますので、私は効果が少
ないということは決して言えないと思いま
す。
　
岡島氏
　ありがとうございました。要するに、法
律も経済もそうですけれど、税金のハンド
リングによって環境をよくしようというこ
とです。ですので、量の問題はちょっと基
本的なところとずれて、論理的には行くん
ですよという天野先生のお話でした。松田
さん、この点はいかがでしょうか。
　
松田氏
　初めの一歩は、なるべくみんなが同意で
きる金額で抑えておいて様子を見ていく、
その中で知恵を出していく社会システムづ
くりだと考えています。ですから、私たち
はこれからは税という形では納めるんです
けれども、その使い道までも監督をして
いって、日本全体が持続可能な社会へ向け
て、世界のリーダーシップになるために、
これを受け入れるというきちんとした姿勢
を示していきたい。とにかくスタートが大
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事だと思っています。中身は専門家にお任
せします。
　
岡島氏
　ありがとうございました。時間が押して
いるのに協力していただいて、申しわけな
いです。ありがとうございました。
　それではあと二つのうちのもう一つのほ
うです。環境税は国民経済に悪い影響を与
えるのではないか。今も不景気だし、特に
中国との競争に悪影響を及ぼす。その直接
の競争相手として強力な中国は、京都議定
書に入っていないという課題もトータルで
含めると、環境税は非常に受け入れがたい
という質問もあります。そこで青山さん、
このことについて先ほど来のご主張につけ
加えることがありましたらお願いいたしま
す。
　
青山氏
　まず、国民経済に悪い影響を与えるかと
いうのは、企業収益の部分から税金を取る
ということは、いかに効率的な還付の仕組
み、あるいは補助金の仕組みができたとし
ても、日本は自由経済ですから、やはりそ
の産業・企業に悪い影響を及ぼすというの
が私どもの考えであります。
　中国の話ですが、私はよく中国の講演な
どをさせていただくときに、いつもお話し
させていただく前に聞くんですが、この会
場の中で中国へ行ったことがある人はどれ
くらいおられますか。恐れ入りますが、手
を挙げてください。――かなりおられます
ね。
　もしよろしければもう一つよくお伺いし
ていることがあるですが、９月にＮＨＫス
ペシャルで中国でのごみの特集をやったん
ですが、ごらんになられた方はあります
か。――結構おられますね。
　何でお聞きしたかというと、中国を語る

場合、国内にいて中国の悪口を言うのは結
構です。国境をまたいで勝手に人のガスを
とりやがってとか。だけど、それは中国の
人に言わないと、そうした主張は意味がな
い社会になってきております。
　実際に日本と中国の間でのこの５年間の
貿易量を見ていただいても、２倍以上にふ
えています。投資件数を見ても、ずっとこ
の５年間ほとんど伸びておりまして、既に
中国に進出しております日本企業の拠点は
３万件近くに上っております。つまり、我
が同胞の企業の拠点が３万カ所あります。
もちろん撤退したところもあります。今は
それぐらい中国にコミットをしている、や
りとりがあります。人、モノ、カネ、情報
が自然に行き交う。私などはよく行き来し
ますけれども、週末に中国・上海などに
行って帰ってくるなんてことは、ビジネス
マンにとってもごく当たり前の生活でござ
います。
　では、それと温暖化の関係です。それほ
どまでに国境が低くなっているんです。中
国のことを悪く言うのは結構ですが、中国
で操業している日本の企業の方もおられま
す。日本は2001年12月にＷＴＯに加盟し
て市場が開放されていますから、その中で
活動している企業の数は当然多くなってき
ています。ただ、中国の実態としては、あ
るときは大国、あるときは途上国という面
がちらほらします。
　中国の１人当たりＧＤＰは1000ドルを
やっと超えたところで、人口が13億人いま
す。面積は日本の26倍の960万平方キロ
メートル、そうした国です。先ほど天野先
生がおっしゃいましたけれど、１人当たり
ＣＯ２排出量は、2000年時点で日本の６分
の１ですけれど、現時点では多分３分の１
とか、４分の１ぐらいになっていると思い
ます。その伸び率が問題なんです。ＧＤＰ
は全体の13億人を掛けたとしても、まだ日
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本の４分の１にしかなっておりません。た
だし、今は年率で２けた近い経済成長を遂
げています。その副産物がいろいろな面で
出ています。一つはエネルギーで、海底の
ガスの取り合いをしています。もう一つ
は、エネルギーを燃やすと必ず出てくるＣ
Ｏ２です。
　実はＣＯ２だけではなくて、ＳＯｘ（硫
黄酸化物）ですけれども、環境省はこの６
月にやっとモニタリングの結果を発表し
て、日本に降ってくる酸性雨の原因の一部
は中国にあるということを初めて公式に認
めました。これは画期的なことでありま
す。そうした影響が、つまり、日本と中国
との間はもう既に一体化が始まってきてお
ります。その中で政策的な協調をとらなく
てはなりません。
　何でごみの話をしたかというと、実は、
日本から輸出される廃プラスチックが、中
国で通関当局によって５月８日にストップ
させられました。これは前代未聞の出来事
です。日本から持ってくるある製品――特
定の国、ある特定の産物に関して、中国が
入ってくるな、持って帰れと、こういう措
置であります。これはゆゆしき事態で、上
海でそのニュースを聞いていたんですが、
びっくりしました。
　いや、それはいろいろ事情があったんで
すけれども、後日談として、その後、ある
ときに環境省の担当の室長さんにお話をし
ていたら、こういう話があったんで、初め
て中国に行ってまいりましたと。いや、問
題が出てから行くのでは遅いと、それより
先に行っていなくてはならない、あなたは
担当の課長なんだから、関係者と顔なじみ
になっているのは当然でしょうと言ったん
ですが、中国って、環境省のお役所にとっ
てはまだそれほど遠い国なんです。私ども
にとってはとても近い国ですけれども。大
臣がおられる前で大変恐縮ですが、環境省

の役所の人はもっとどんどん中国へ行って
ほしい。先ほど現場のお話がありましたけ
れど、現場で産業の実態を見ないで、政策
を立てられるわけがないんです。そこが一
つお願いでございます。
　私はその５月に行ったときに、中国の温
暖化の担当の課長に会ってまいりました。
これは外交の問題なので、中国のＣＯ２排
出量にキャップをはめるという議論はない
のかと尋ねました。中国の当局が非常に嫌
がる質問です。中国政府の公的なホーム
ページを見ても、いま中国がＣＯ２を何ト
ン出しているかということは、残念ながら
全然ありません。そうした問題を認めたく
ない。中国の外交の専門書を見ますと、Ｗ
ＴＯなど、グローバル化の中で中国が実際
に政策を海外に合わせたい分野について
は、全く同じ政策をとります。ところが、
温暖化の枠組み条約につきましては総論賛
成、ただし、自分の国の国益を害するよう
なことは避けて、自己主張をすべき分野と
いうふうにきちんと位置づけられておりま
す。
　中国の担当課長さんが言ったことは、今
後20年30年間、中国のエネルギー消費並
びにＣＯ２排出量が減ることは絶対にな
い、伸び続けますと。それが何で悪いんで
すかということなんです。１人当たりのＣ
Ｏ２排出量は少ない。パンフレットの５
ページ目の下のほうに、ＧＤＰ当たりのエ
ネルギー消費の各国比較があります。私は
中国のデータも入れろ入れろと言ったんで
すが、残念ながら入っていません。中国を
入れると、ほかの国が小さくなってしまう
からです。エネルギー消費で見ても、中国
は日本の7.6倍になっています。ＣＯ２排
出量は、中国の主力エネルギーである石炭
は排出係数が高いですから、同じ１ドルの
製品をつくるのに、例えば日本が１トンの
ＣＯ２を出すとすると、中国では10トン以
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上が出ます。これが実態です。
　あまり中国の悪口になるようなことは言
えませんが、そうした中国と国境を隔てて
経済交流が実際に深まっているんだという
現状認識を、ぜひ環境省の現場の方々にも
よく理解いただきたい。モデルで回した計
算では経済のマクロ理論であります。産業
論は若干違うんです。環境政策も同じだと
思います。
　松田先生のおっしゃるように現場をよく
知っていただいて、それも上海と北京だけ
を見たのでは発展しているなと思うだけで
す。それは発展している地域しか見ていな
いからです。そうではなくて中国の地方へ
行ってぜひ植林とかへ行ってください。私
は30ぐらいある省のほとんどの省へ行き
ましたけれども、田舎へ行って農村を見て
ください。いかに貧しいか、いかに惨めか、
いかに環境が破壊されているか。それを見
て、お金持ちの人たちが日本で勝手にやっ
ている環境問題とは違うんだと、現実に
食っていかなくてはならない環境問題は何
かということを、ぜひ見ていただきたい。
　これは、いま環境省から北京の日本大使
館に行っている方にも言ったことですが、
現場を見ろよと、もう北京の仕事はいいか
ら、とにかく田舎に行けといっています。
大臣のいる前で大変恐縮ですが、ぜひ、
ハッパをかけていただければと思います。
ちょっと話し過ぎになりました。
　
岡島氏
　ありがとうございました。中国の話がほ
とんどになってしまって、その話はまた改
めてお聞きしたいと思いますけれども、天
野先生、今の青山さんのお話で、中国もそ
うですけれども、国民経済に影響があると
いうことも含めていかがですか。
　天野　環境税の話に戻りたいと思います
が、先ほども申し上げましたけれども、国

民経済に与える影響というのは、マクロ
の、全体の影響でして、環境省のほうでも
いろいろ試算をしておりますし、国際的な
場で使われている国立環境研究所のモデル
でもチェックをしております。私の知って
おります環境経済学の専門家による研究会
もありまして、そこでも検討しておりま
す。
　いろいろな違うモデルで検討しておりま
すけれども、今回は大分税率の下がった提
案になりました。それ以前に中央環境審議
会等で議論していたのは、3400円ぐらいの
レベルの課税でしたが、それでもマクロの
影響は非常に小さいと。今回はさらにそれ
よりも小さくなりまして、先ほどの大臣の
ご報告で年率0.01％と。2.5％程度の成長
率に対して、それぐらいの影響が及ぶとい
うことです。
　それはマクロの話ですけれども、ミクロ
のほうで考えますと、先ほど申しましたよ
うに、現在、私は地球環境戦略研究機関の
関西研究センターにおりまして、産業・企
業と環境という研究に携わっております。
そういうところで見ますと、ご承知のとお
り、環境に対する企業の取り組みというの
は非常に熱心で、いろいろな面で推進され
ているところがあります。そういうところ
では、むしろこの機会に二酸化炭素の排出
を減らすことで経費の削減をする、新しい
製品を開発する、それから企業のブランド
イメージを上げるなど、環境に優しい活動
をしていることが、はっきりと企業のブラ
ンド価値に影響していることを裏づける研
究もやっておりまして、ちゃんとそういう
根拠もあります。環境にすぐれたパフォー
マンスを示す企業は、同時に収益性の点で
も高いパフォーマンスを上げているという
はっきりした統計的な研究もありまして、
学会で発表したりしております。
　そういう意味では、環境税というのが全
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面的にいろいろな面でマイナスを与えるも
のばかりではなくて、マクロについてはほ
ぼ軽微、しかし、ミクロについてはそう
いったさまざまな新しい取り組みの支援に
なるということで、環境税が経済的に見て
マイナスであるという認識は、もう既に過
去のものになったと私は考えております。
環境はコストであるかという質問に対し
て、そうだと答える企業の数はどんどん
減ってきております。むしろ、環境は企業
の経営戦略の一つかと聞きますと、そうだ
と答える企業の数がどんどんふえておりま
す。そういう意味で、こういうとらえ方で
はなくて、新しい企業の経営者の考え方が
出現しつつあると私は考えております。中
国の話はよろしいですか。
　
天野氏
　中国との競争というのは、確かにおっ
しゃるように、中国経済は非常に活発化し
ておりますし、世界のエネルギー需給にも
逼迫の力を与えるぐらいの力を持つように
なってきております。それと同時に、いろ
いろな製造業で日本との提携関係も進んで
おりますと同時に、競合関係も進んでいる
面があります。ですから、単純に環境税を
導入して、そういう企業の経費がふえた
り、あるいは、競争力に影響を与えたりす
る点には目をつぶった制度をつくるという
考え方ではありません。今日、大臣からる
るご説明がありましたように、そういう点
に配慮したいろいろな補助的な施策が入っ
ているわけです。
　それは企業の経費を直接減らすことはで
きないかもしれませんけれども、排出削減
に貢献することに対する政府の補助金、税
収の一部を使って、企業の労働費の一部を
形成しております社会保障の企業負担分の
軽減のようなことにも使います。これは欧
州諸国でもよく使われている形でして、失

業の軽減と国際競争力の強化という二つの
役割を持っておりますが、そういう手段も
入っております。
　ですから、単純に環境税に賛成か反対か
ということではなくて、環境税としてセッ
トになっている全体の取り組みについて、
これよりももっとベターなものがあるとい
うご提案があればいいのではないかと思い
ますが、私は学者ですので、学者の目から
見た場合に、現在出ておりますいろいろな
提案の中では、差し当たって今回の提案
が、いろいろな面から見て妥当なものでは
ないかと考えております。
　
岡島氏
　ありがとうございました。それではもう
一つ、課税よりも普及啓発とか自主的取り
組み、環境教育、そっちのほうも大事では
ないかと。また別な観点からのご質問も多
かったものですので、これは松田さん、青
山さんと続けてお願いいたします。
　
松田氏
　自動車リサイクル法ができる前も、産業
界は、自主的取り組みをしますから法律に
しないでくださいと言っていたんですけれ
ど、自主的取組ではやっぱり目標は達成で
きなくて、自動車リサイクル法になったん
です。法律が制定すると、すばらしい回収
システムをメーカー自らが構築しました。
この前、私は日本の代表として、ドイツの
自動車メーカー（ドイツ自動車工業連盟）
で講演してきたんですけれど、ドイツの
メーカーさんたちは日本の自動車リサイク
ル法のシステムに圧倒されていました。私
は日本はトップリーダーになったなと、す
ごくうれしくなりました。
　環境税の導入と普及啓発はセットじゃな
いとダメだと思います。やっぱり普及啓発
の予算というのはなかなかついてこないの
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で、セットになったときに、そのお金を普
及啓発へ回してくだされば、私たちはＮＰ
Ｏで市民活動をしていますから、なぜ環境
税が社会システムとして必要なのかという
ことで、市民を巻き込んだ運動をしていき
たいんです。ですから、今は消費税って取
られていますけれど、新しく導入される環
境税は何に使うのかというところから、国
民の意識を変えていく運動にしたいんで
す。だから、環境税の価格にこだわらずに
今ここで環境税を導入して魔法をかけない
と、日本の国は将来に対して大変なことに
なると、ごみの現場から思っています。
　
岡島氏
　ありがとうございました。青山さん、お
願いします。
　
青山氏
　普及啓発が大事だという点は松田先生と
全く同意見でございます。ここにお集まり
の方は意識が高い方々ばかりだと思うので
すが、温暖化が大事だ、では具体的にどう
したらいいかというところまで、まだ皆様
には必ずしも行き渡っていないのかなと思
います。
　また苦言になってしまうのですが、公共
広告機構で最近いろいろと広告を打たれ
て、ウッと思うんですが、ちょっと暗いん
です。大臣の提唱されている「ＨＥＲＢ構
想」じゃないですが、やはりもうちょっと
明るいイメージで、ＬＯＨＡＳ的にヘル
シーで、サスティエナブルで、楽しいんだ、
消費者の選択肢が広がるんだと。あなたは
Ａ製品、Ｂ製品、Ｃ製品とあって、Ｃ製品
は環境に優しい、かつヘルシーですよとい
うと、消費者が喜んでそれを手にするよう
なイメージづくりを、ぜひやっていただき
たいと考えております。
　

岡島氏
　ありがとうございました。大臣、ここで
何かございますか。
　
小池環境大臣
　いろいろとお話
やご指摘などもあ
りました。さっ
き、私はちょっと
青山さんを励まし
過ぎちゃったかな
と、何か中国経済
フォーラムみたい
になってしまいま
した。
　環境税は消費税でやればいいじゃないか
なんていう議員の方もおられるんですね。
我々は税収だけをくださいと言っているの
ではなくて、基本的に、まず負荷をかける
ことによって、ＣＯ２の排出量を下げてい
くことが一番大きな目的であります。先ほ
ど天野先生のほうからお話がありましたよ
うに、負荷はかけるけれども、一方でＣＯ
２の排出を抑えることによって、むしろプ
ラスの部分も出てくるという、今回、私ど
もの提案の意味をよくご説明いただいたか
と思います。
　最後に普及啓発のところがありましたけ
れども、家庭部門についても一人一人が参
加していただく、そしてＣＯ２を減らした
んだよという達成感がどこかでわかるよう
な方法はないかと思って、いろいろ考えて
おります。例えば一つ一つの家族が電気と
かでＣＯ２の排出が減ったというのがわか
りやすい形にする。
　今回、環境税の課税を上流、下流とそれ
ぞれのエネルギー源で分けたのも、電気を
使った分が先月よりは減ったねということ
などを、もっともっとわかりやすくするた
めにも下流で徴収をすると。また、徴収コ
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ストも考え、下流部門はそうやって直接消
費者のほうにかかるわけであります。
　一方で、徴税コストが過剰にかかってし
まったら、また意味がなくなりますので、
そういったエネルギーの特質とか、環境税
をかけることによって求める目的に応じ
て、先ほどのご説明させていただいたよう
に、上流と下流と分けたということであり
ます。上流と下流を合わせて、車みたいで
すけれど、ハイブリッド方式なんて名づけ
ています。こういう形で、最も効率がよく
て、確実で、さらには意識を変えてもらえ
る、そういうものにしていきたいと思いま
す。
　1973年に第１次オイルショック、同じく
1979 年に第２次オイルショックがありま
した。あのときは皆さん一人一人がびっく
りしてしまって、特に第１次オイルショッ
クのときは、例のトイレットペーパーの騒
ぎなんていうのもあって、国が大変だと
いって大騒ぎになりました。私は逆に産油
国側のほうにいて、日本はようやく気づい
てくれたかと思って見ていたんです。つま
り、石油はただ買ってくれば手に入るもの
ではないということに。そのときは特に戦
略商品の位置づけになったんですが、また
今もそれは変わってきているかなという認
識を持っています。
　いずれにせよ、日本人というのは、一回
びっくりするとすごい力を発揮します。海
外で別の規制などもありました。それが追
い風となったり、オイルショックが逆にい
いショックになったりしました。そこでマ
スキー法に適合した低公害車や低燃費車が
開発されて、日本の産業がさらに発展する
ということで、むしろ苦難を乗り越えまし
た。日本の技術力もそうですし、我々日本
人というのは、その辺で非常にとんでもな
い力を出すんだろうと思います。
　その意味では、今じわじわと石油価格が

上がってきています。それから、先ほど中
国のお話がありましたけれども、私は以前
から緩慢なる石油ショックはこれからずっ
と続きますということを申し上げているん
です。それの震源地は中東ならぬ、中国だ
ということをもう随分前から警鐘を鳴らし
てきている一人であります。では、これか
らのエネルギー争奪戦の中で、我が国のエ
ネルギー確保をどうしていくのかというの
は、文字どおり国家戦略として考えなけれ
ばなりません。石炭に頼る、コスト面から
そっちのほうが安いからということになっ
てしまいがちですけれども、どのようにし
てエネルギーをよりＣＯ２排出量の低いも
のにかえていくのか、それを国策で他の方
向へ変えていくのか。その辺の大きな戦略
も必要になってくるでしょうし、そのため
の費用として環境税を生かしていきたいと
考えているところでございます。
　先ほど来の中国の話でありますけれど
も、中国に日本の省エネ技術を紹介をして
いくということも、この地域での環境とい
うことを考えると、一つの大きなテーマだ
と思います。日中韓三カ国環境大臣会合を
毎年やっておりますが、こういった点も一
つのテーマとして、これまでも取り組んで
まいりました。ちなみに、私の秘書官は在
中国大使館勤めをしたことがありまして、
中国にはやたら詳しいので、アップ・ツー・
デートな情報が入って、中国の動きについ
ては私自身はしっかり把握しているつもり
でございます。
　環境税について、ほかの国のケースなど
もずっと分析もしてまいりました。例えば
イギリスという国は、自ら北海油田という
エネルギー源を持っており、選択肢とすれ
ば日本よりもより広いものがあってうらや
ましいところがあります。しかしながら、
2050年のＣＯ２削減率を何と60％に設定
しているんです。私は環境大臣としての講
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演のときに、よく「我が国は環境革命を目
指します」と言っているんですけれど、私
の言っているのなんかは、イギリスの60％
削減という目標から比べれば影が薄くなっ
てしまって、「環境革命をします」と言っ
ているのが恥ずかしくなるような感じもす
るんです。
　イギリスのベケット環境大臣とか、モー
レイ閣外大臣とお会いして、またいろいろ
と学ばせていただいたんですけれども、イ
ギリスの場合、各企業と協定を結ぶ形で
やっているんですが、環境税導入のとき
は、最初は産業界から大変大きな反対が
あったと伺っています。ところが、ある時
点で産業界から明確に対案が出てくるんで
す。むしろ根回しは日本でいうところの経
団連の会長がやったというのを聞いて、こ
れはすごいなと思ったところでございま
す。その意味で、この京都議定書という世
界にお約束をしたことについて、どうやっ
て全体として取り組んでいくのかというの
は、文字どおり国民、産業、行政の三位一
体であります。自治体も、様々なＮＧＯの
方々も重要な主体です。三位一体どころか
百位一体ぐらいで、せーので取り組んでい
かなければいけない問題だと思います。
　また、ある種、私は信頼をしたいと思っ
ているのは、これまで日本はオイルショッ
クにしろ、ニクソンショックにしろ、もっ
と古くいえば黒船の襲来以来、全部外圧で
やられて、変わらざるを得なくて変わって
きたわけでしょう。この環境税というの
は、自らが国家として、国民として意志を
持って、自らから、国内から本当に変えて
いくんだという、一つの大きな大きな転換
点にもできるという意味で、ぜひ百位一体
で取り組めるような呼びかけをこれからも
やっていきたいと思っております。最後は
また決意表明をしてしまいました。
　

<参加者との意見交換>
　
岡島氏
　お待たせしました。会場からのご意見を
伺いたいと思います。壇上からの時間が長
くなって恐縮ですが、挙手をして、どこの
だれと。時間の関係もありますので、質問
を中心に手短に質問をしてください。
時々、ご自身のご意見を長々と言う人がい
ますけれども、的確な質問をしていただき
たいと思います。一番最初に挙げた方、ど
うぞ。

（会場）
　本日は貴重なご講演をありがとうござい
ます。先ほど、青山さんのお話をお聞きし
て、経団連の考え方もよくわかったんです
けれども、政府と経団連で日本の現状認識
に関して相当開きがあるんじゃないかと。
やはり日本という国は、皆さんが思ってい
るよりは今までかなり環境には配慮してき
て、特に産業界は頑張ってきている、トッ
プリーダーの国の一つだというのも正しい
と思います。
　ですけれども、京都議定書の枠外の話
で、中国の話をなされたと思うんですけれ
ども、世界全体の流れとして、中国とか発
展途上国をどうやって巻き込んでいくかと
いうことに関しては、今後、環境省として
もどんどん削減をしていかないと、温暖化
をとめるという勢いのある数字にするため
には必要なことですから、それに関しては
政府のほうがもっと頑張っていきなさいと
いうことを、経団連が主張なされるのは正
しいと思います。
それはそれとして、質問は、国内の問題に
関しては、日本がこれまで頑張ってきたの
にもかかわらず、京都議定書でまだ６％削
減するという約束をしてしまったわけで
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す。ということは、何とかして国内で６％
の削減をしなきゃいけないということです
けれども、経団連の資料の３ページに、民
生部門で〔33？〕％という数字が出ている
ところがあります。
　６％の削減を平等にするためには、民生
部門で33プラス６、運輸部門で20.4プラ
ス６、産業部門でも100％のところは６％
削減しなきゃいけないはずですね。という
ことは、経団連のほうでも自主的に取り組
みはしていますが、90年比６％削減という
のは実現できていないんじゃないか、まだ
不十分なのではないかと思うのですが、そ
の辺に関して経団連としては今後どうして
いきたいと考えておられるでしょうか。
　
青山氏
　京都議定書にかかわる政府の大綱の資料
がどこかにあるかと思ったら、ないのです
が、目標のマイナス６％というのは最終的
な結論です。政府の方に成りかわってご説
明すると、エネルギー起源のＣＯ２排出は
プラス・マイナス・ゼロ、経団連の自主行
動計画はこれに平仄が合っているわけで
す。そのほかに、フロンガスとかのその他
ガス、森林対策でマイナス6％を達成しま
す。ざっくばらんに考えると、国内でＣＯ
２はプラス・マイナス・ゼロです。
　そのほかに3.9％分の森林シンク対策、
残り1.6％ぐらいが京都メカニズムという
ことになりますので、すべての項目ごとに
マイナス６％にするわけではなくて、国内
対策では大体とんとんにすればいい。残り
については森林をきちんと整備する、足ら
ない分は柔軟措置――京都議定書に位置づ
けられている京都メカニズムで、中国で事
業を行うとか、先進国で木を植えたり、あ
るいは排出削減をする。
　最終的にそこでもつじつまが合わない場
合は、2008年から2012年の間に排出枠に

余裕がある国とやりとりをすればいいとい
うことで、京都議定書にはもちろん削減目
標はあるんですけれども、削減目標達成の
ための国際的な手段もきちんと位置づけら
れているんです。それは政府の大綱にも書
かれておりますし、京都議定書にも書かれ
ております。
　経団連の計画は、何も政府の計画や京都
議定書と反りが合わないわけではございま
せん。きちんと肩を並べた計画になってい
ます。もちろんプラス・マイナス・ゼロ以
下に抑えるということで、ゼロになればい
いやということではございませんので、そ
れ以上に抑えられるのであれば、もっと努
力するというのは当然のことだと思いま
す。
　
（会場）
　環境カウンセラーをやっています。青山
さんにお聞きしたいんですけれども、この
パンフの中で原子力発電を非常にちゃんと
出されていますけれども、たしか４年ほど
前だったですか、環境省と経産省の合同の
あれでも、もう12基ぐらい原子力発電をふ
やせばというアピールもあったかと思いま
す。経団連としては大体何基ふやそうと考
えてやられているのですか。昨今の世界の
原子力に対する動きから見ると、ちょっと
どうなのかなというのが一点あります。
　もう一点、いわゆるＣＳＲ、いろいろ企
業倫理を言われていますけれども、経団連
といったら、その企業を束ねる一番の大も
とですけれども、たしか企業行動憲章か何
か、何年か前に本を出されていますし、そ
れの改訂版も出されているはずですけれど
も、その中で日本、世界を引っ張っていく
というアピールにしては、このパンフは
ちょっといかがなものかなと思っています
ので、ＣＳＲと含めて２点をお伺いいたし
ます。
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青山氏
　経団連の自主行動計画は、エネルギー起
源の産業並びにエネルギー転換部門のＣＯ
２の排出量を、2010年には1990年度のレ
ベル以下に抑えますということです。実は
その中に原子力（発電所を）何基というと
ころまでは書いてありません。それは電気
事業連合会という電力業界のほうで、原単
位を20％に減らしましょうという目標を
立てておられるわけです。現実にお話のよ
うな厳しい状況にありますので、電力業界
のほうではもちろん対策を強化しておられ
ます。さらに国際貢献をしていこうという
ことで、京都メカニズムの手段について
も、いろいろな努力をされておられるとい
うのが現状でございます。
　企業倫理は頭の痛い話です。
　企業行動憲章は何回も書きかえていま
す。ＣＳＲ（企業の社会的責任）の取り組
みも、まさにもう毎日のように担当の委員
会で議論しているところでございます。
「社会の木鐸」という言葉は今はもう死語
のようになっているんですが、マスメディ
アを含めて、私ども経済界も身を引き締め
て頑張らなければならないなと、反省の念
を込めてありがたくお言葉をちょうだいし
たいと思います。
　
（会場）
　２点ありまして、まず１点目としては、
小池大臣のプレゼンテーションの10ペー
ジ目の下のほうに、地方公共団体への税収

配分、環境譲与税の創設、地域に密着した
対策と書いてあるんですけれども、こちら
を国と地方に分けるに当たって、例えば地
方の役割、責任は何であるのか。
　あとは、基本的に国税ということで、国
が責任を持って対策をやっていくという形
で、結局は国家インベントリー、ＩＰＣＣ
に提出する成果というのがすぐ見えると思
うんですけれども、そちらを国として、国
税としてやっていく意味で、もう一回責任
を持ってやっていくんだという決意表明を
伺いたいと思います。
　
小池環境大臣
　地方でも地球温暖化対策をいろいろ進め
ていただいているところです。やはり国と
地方とが一緒になって進めていくほうが効
果的であろうと考えています。しっかりと
連携をとってやっていきたい。
　例えばアメリカも京都議定書から離脱
し、世界からにらまれていますけれども、
州ごとに見ると結構しっかりやっていま
す。シュワちゃんも、カリフォルニアで低
公害車、低燃費車のことを打ち出していま
す。カリフォルニアは前から自動車につい
ては非常に画期的な案を出してきたりして
おりますし、ほかの州を見ましても、非常
に先進的な取り組みをやっているところが
あって、アメリカ全部が何もやっていない
わけではないということは評価したいと思
うんです。
　その意味でも、国と地方とが一緒に地球
温暖化に取り組んでいくのは必要なことだ
と思いますし、地方でもいろいろと事情が
違うと思いますので、最も効果的なやり方
を、国と連携しながらもやっていくこと
で、全体としての地球温暖化対策をしてい
きたいと思っております。
　インベントリーであるとか、これからの
さまざまな手法なども活用して、とにかく
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明確な目標である温室効果ガス排出の６％
削減については、ありとあらゆる方法で達
成をしていくということが我が国にとって
の責務です。先ほども申し上げましたよう
に、国際的なリーダーシップをとろうと
思ったら、それがもうMustであると考え
ております。３回目の決意表明でありま
す。
　
（会場）
　消費者団体の副代表をしております。消
費者として一つ、環境税が出たときから不
思議に思っているんですが、小池大臣のレ
ジュメの10ページにも、１世帯当たりの負

ということであります。そういう形で、電
力をよりセーブをしていくことになってい
くわけです。
　それぞれのところで、消費者として一番
セーブしやすい方法を考えていくと、結
局、それは上流のほうにも影響を及ぼして
いくという形で、国全体としてのセーブに
つながっていくという考え方であります。
ここではモデルケースとして、よりわかり
やすく書かせていただいたということで、
ご承知おきいただきたいと思います。
　
岡島氏
　今のご質問は大事だと思うんです。上

担額というのがございまして、灯油、ＬＰ
Ｇ、都市ガス、電力、ガソリン、軽油と別々
になっておりますが、ここの精製する会社
には課税されないんでしょうか。これがも
しその精製する会社に課税されますと、そ
こで課税されたものは商品の価格に転嫁さ
れておりますし、その高いものを使って、
ましてや年額で3000円、月額で250円取ら
れるということなのか。それとも消費税と
同じように、電力の金額に環境税として幾
らと出てくるのか。その点がもう最初の新
聞報道で出ましたときから疑問に思ってお
りますので、しっかり教えていただきたい
と思います。
　
小池環境大臣
　10 ページにエネルギーごとの負担額の
内訳とありますけれども、これは一つのモ
デルとして挙げてあります。ＬＰＧと都市
ガスと全部を使っておられるうちというの
はないわけでありまして、これはモデル計
算上の数字であります。先ほど上流と下流
のそれぞれで課税の仕方が違うと申し上げ
たのは、例えば電力会社ですと、電力料金
の徴収の際に環境税で幾らという形で、消
費者からちょうだいをするという形をとる

流、下流って、お役所が書いたんだと思い
ますけれど、普通は上流、下流といっても
わからないんです。これはこうだ、これは
こうだと分けてもらわないと。先ほどの大
臣のプレゼンテーションも、上流、下流と
いう言葉は専門の方は知っているかもしれ
ませんけれど、一般の人は何が上流で、何
が下流かがわかりません。今の消費者団体
の方はそういうことに非常に詳しい、いろ
いろ考えていらっしゃる方からこのような
ご質問があるというのは、やはり役所とし
ては少し説明不足ではないかと思います。
コーディネーターが言うことではないかも
しれませんけれど、つい同感してしまった
ものですから、すみませんでした。
　
（会場）
　環境カウンセラーをしています。タウ
ン・ミーティングに何回か参加させていた
だいておるんですけれども、いつも出てく
るのは、各省庁の縦割りというんですか。
私も環境関連の営業をやっているんですけ
れども、環境問題はほとんど経済産業省と
厚生労働省、環境省が３本柱ですけれど
も、横の連携があんまり明確にされませ
ん。環境税も、環境省だけがひとり歩きし
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ていきますと、トータル的なＣＯ２削減と
か環境問題は解決できないと思うんです。
環境税に対して、厚生労働省とか経済産業
省はどのように見ているのか、その辺をも
うちょっと明確にお話しいただければと思
います。
　
岡島氏
　省庁関係の連携をどうしているのか、お
話を伺いたいと思います。

小池環境大臣
　大綱見直しの年ということで、それぞれ
先生を含めて、環境省ですと中央環境審議
会、経産省でしたら産業構造審議会で、こ
れまでの対策の見直しなどをやっていただ
いて、今それを突き合わせている最中であ
ります。閣僚会議というのもありますし、
事務方の連絡については結構頻繁にはやっ
ております。
　ただ、これはほかの国との比較からし
て、この国の霞が関の縦割りというのは、
あまりにも激し過ぎるというのは、これま
でも痛切に感じたことです。別にこれは環
境省だけ、経産省だけということではあり
ません。これはもう陸軍対海軍の、あの森
鴎外の脚気の研究なんかを見ていても、日
本は変わらんなと思ったりもするんです。
　三位一体の話をさせていただいたとき、
百位一体と言いましたが、役所を挙げて国
としてはこういう方向なんだということを
示す、それがまさに政治のリーダーシップ
です。役所の垣根を超えた形で、これで行
くんだという強い決意と実行力が求められ
てくると思うんです。小泉総理のこれまで
のやり方を見ていると、役所のことを考え
ているのか、考えていないのかはよくわか
りませんけれども、私は結構それができ得
る方だと思っております。環境税につい
て、私はその担当責任者であるし、当然、

リーダーシップを振るわなければなりませ
ん。同時に、小泉政権としてしっかり取り
組んでいくことが必要だと思います。
　今は環境税の入り口のところで、議論が
ようやく本格的に始まってきたかなという
感じではあります。議論をずっと続けてい
て、排出量削減どころか、これまでのよう
にふえ続けて、そのまま約束機関に突入し
てしまうと、単にペナルティーが科せられ
るだけの話なので、議論もしっかりやりま
すけれども、これはスピード感を持って取
り組んでいかなければなりません。
　往々にして我が国は、世界はもう全然違
う方向に変わっているのに、まだ10年前の
議論をやっていて、結局、損をするという
か、乗りおくれるというケースが、枚挙に
いとまがないのではないかと思っておりま
す。よって、スピード感も持っていきたい
し、そのためには説得力なのかなと思って
おります。

（会場）
　私は人類生き残り研究会の会員です。原
子力の推進というのが、青山さんのほうの
４ページの一番最後に載っております。こ
れが目標になっているようですね。もう本
当に人の命を食い物にする原発産業に未来
はありません。これは絶対そうです。です
から、それをやめてもらいたい。

青山氏
　経団連の主張ですが、残念ながらいただ
いたご意見とは違いまして、経団連はもう
従前から原子力の推進と、国の基幹的なエ
ネルギーであるという位置づけは変わって
おりません。これは自民党も政府も同じス
タンスでございます、とお答えしておきま
す。
　
（会場）
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　日本の政策を論ずるときに、ものすごく
抜けている観点が三つあると思うんです。
先ほど四つおっしゃっていただいたんです
けれど、私の三つを入れて、七つのキー
ワードにしていただけたら、もっと説得力
のあるものになるんじゃないかと思うんで
す。
　一つは、人間は経済的動物じゃなくて、
社会的動物とか文化的動物と言われるよう
に、やっぱり意味が重要だと思うんです。
今日は大分それが議論されてよくわかった
んですけれども、文明史的な流れの中で、
日本文明というものがどういう役割を果た
すのか。そういう日本民族の誇りにかかわ
るような価値観を提示することが重要で
す。具体的に何を言っているかというと、
医療政策でも、今は代替医療とか予防医
学、健康医学が出てきます。環境政策に対
しても、日本の文明を生かした、そういう
具体的な、積極的な発言をすることが重要
だと思います。
　第２点は、国際的な戦略から地球再生の
戦略を描くことであって、先ほど中国のこ
とが出ておりましたけれども、中国に対し
ては、ＯＤＡなんかをどんどんシフトさせ
るということが必要です。
　三つ目が総合戦略性の問題です。いま出
ていました各省庁を統合した戦略性が重要
だと思いますが、同時に、個別の県はどう
するのか、あるいは、家庭はどうするのか、
個別のレベルで企業はどうするのか。やっ
ぱり国民に行動の指針となるような生活的
なアドバイス、そういう意味の総合戦略
が、要するに、自分は環境問題に対してこ
うやれるんだという、それぞれが何をして
もらうかじゃなくて、何ができるんだとい
う形で、各省庁あるいは各国民、各レベル
で、それを総合的に束ねる戦略が必要だと
思います。この三つです。
　

岡島氏
　それに対して、大臣から５回目の決意表
明をしていただいて、終わりにしたいと思
います。
　
小池環境大臣
　お励ましをいただいたかと思います。
おっしゃることはよくわかりますので、
しっかりと前に進めてまいりたい。何とか
して税金を集めるためのという環境税とい
うテクニックではなくて、より大きく、税
というのは国家権力の最大の行使だと思う
んです。それだけに今は国民のご理解をい
ただかないと、また、この税の目的は、国
民の皆様が理解をして行動していただくこ
とですから、これからも大いに議論もし、
このようなタウン・ミーティングも重ね
て、私もご理解を賜れるようにしっかりと
説得し、皆さんからも学ばせていただきた
いと思っております。今日はいい機会とさ
せていただきました。ありがとうございま
す。
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　<まとめ>

岡島氏
　天野さん、青山さん、松田さん、ぜひ一
言ずつ、言い足りなかったことがありまし
たら言ってください。

天野氏
　ありがとうございました。先ほど大臣か
ら黒船、ニクソンショック、オイルショッ
クというお話が出ましたが、実は私、ニク
ソンショックのときに、日本は固定レート
が維持できないから、早く為替レートが変
動できる体制を確立しなさいという提言を
しましたら、産業界から「あなたは国賊だ」
と言われまして、猛反対で、あのときも大
激論がありました。しかし、結局は為替
レートは変動レート制に移りました。
　今回も、オイルショックに続いて、京都
議定書ショックというのが起こらないよう
に私は祈るばかりです。数年先の動きがど
うなるかを見ていれば、こういうショック
に対する備えができると思います。今回の
提言あるいは環境税の導入という企画は、
そういった予防策といいますか、予防措置
の非常に大きな源になる、出発点になると
思っておりますので、ぜひ、従来のやり方
を守ることにあまりにも力を注いで、
ショックを迎えるようなことがないように
お願いをしたい。
　私はもともとは経済が専門ですので、経
済界、産業界というのがどういうスタンス
で、どうすべきであるかということは十分
承知しております。少し先を見れば、現在
のやり方に固執するのが、産業界のために
いいことにならないのではないかという感
が非常にするわけです。ですから、こうい
うお招きに応じて議論に参加しているわけ
ですので、その点をぜひお考えいただけれ
ばと。

　その意味では、いろいろな省庁との関係
というのは大変重要ですけれども、一番重
要なことは、やはり産業界と環境省が広い
対話のルートをつくることではないかと思
いますので、難しい面もいろいろあるで
しょうけれども、ぜひ、お願いをしたいと
思うわけです。以上です。
　
岡島氏
　ありがとうございました。青山さん、ど
うでしょう。

青山氏
　ちょっとお話がずれて、先ほどはいいお
話が伺えてありがとうございました。ご提
案の三つの視点がまだ必要だと。例えば外
交を勉強していますと、今はパブリック
ディプロマシーというのがはやりになって
おりまして、外務省でもいろいろ研究して
います。パブリックディプロマシーという
のは、相手の国民に直接訴えかけようと。
外交官同士ではない、外務大臣同士ではな
い対話が必要だと。ある意味では、これは
外交でございます、
　本日のタウン・ミーティングはパブリッ
クな会合でございまして、ぜひ、こうした
活動を外交分野にも生かしていただいて、
何でも中国の話にして恐縮ですが、例えば
今は日中間に靖国問題があって、総理同士
がお話ができないというのであれば、大臣
や総理が相手の総理や胡錦濤さんとお話し
するのではなくて、例えばこうしたミー
ティングを中国で行う。国内だけではな
く、中国や東南アジアでもっともっと行
う。
　例えばキャパシティービルディングなん
て、おこがましい言葉は使わないで、もっ
と直接対話をして、地球温暖化の問題って
大事だよということを、外交の一つのパブ
リックディプロマシーという武器にしては
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どうか。本日も皆さんが集まっておられま
すが、環境というのは非常に国際的にも、
海外の方にも広く受け入れられる分野でご
ざいます。一緒に取り組んで決して損はし
ないというか、日本の外交政策にとって非
常に重要になります。外交問題の中で、ぜ
ひ環境問題をもっともっと重きを置いて取
り上げていただきたいというのが、経団連
の主張でございますし、私個人での意見で
もございます。以上です。
　
松田氏
　今回、ドイツに行って、ドイツの環境省
の方に、ＥＵの中にいろいろな国があるの
に、何でドイツはそんなにしゃかりきに環
境政策を頑張るのかと聞いたら、これは国
家の気品ですという答えが返ってまいりま
した。今日の小池大臣のお話は、そのこと
を見事に私たちに伝えてくださったんだと
思います。環境税というのは、国家の気品
として国際社会の中で見せていかなければ
いけない日本の姿です。
　経済界の方に申し上げたいんです。災害
が起こった後でお金を使います。そのお金
を使わないために、経済界の方はどうぞこ
の案に賛成してください。もしお金を払う
のが嫌であれば、どうぞ定価の中にそのお
金を入れてください。私たちが払います。
　
岡島氏
　もう一つの決意表明がされました。今日
はどうもありがとうございました。天野先
生からは、税の基本的なお話と発想のジャ
ンプアップ、転換をするような税というの
もこれからは考えていかなければいけない
ということでした。それに関しては、基本
的には青山さんのほうも異論はなかったよ
うです。ただ、現場を見てほしいとか、税
を取っても使い方が今の政府ではなかなか
使用ならんとか、税の仕組みそのものにも

問題があるというご指摘がありました。そ
のとおりだと思います。
　それに松田さんの（言われる）国民の声
というものは、新聞の世論調査を見てもお
わかりのとおり、環境をよくしたいという
国民の声は強い。こういうことを合わせ
て、大臣も再三再四、５回まで決意表明を
されました。非常に高いところに立って、
省庁の連携とか、日本の役割、世界の中に
おける日本の立場、そんなことも含めて、
環境税を辛抱強く推進していきたいという
お話がございました。前半の話が長引きま
して、会場の皆様からのご質問が若干短く
なって、まことに恐縮でございました。司
会の不手際でおわびいたします。

<閉会あいさつ>
　
小池環境大臣
　皆様方、本当に最後までしっかりと耳を
傾けていただきまして、また、貴重な御意
見も御質問もちょうだいできたことを心か
らうれしく思っております。これこそ国内
におけるパブリックディプロマシーではな
いかと思っております。
　また、環境税という大変大きなテーマで
ございますけれども、国民の皆様方の御理
解なくしては前に進まないと思います。ど
うぞどうぞ、皆様方で大きく大きく背中を
押していただいて、そしてまた、皆さん自
身も環境税について、今日の私ども、パネ
リストの先生方のやりとりなどもお伝えい
ただくことで、理解を深めていただきたい
と思っております。今後ともよろしくお願
いいたします。本日はありがとうございま
した。
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アンケート集計アンケート集計アンケート集計アンケート集計アンケート集計



1.本日の「環境税を語る会　環境大臣と語るタウン･ミーティング2004」はいかがでしたか？

設問 人数 ％
　1．良かった 104 77
　2．どちらでもない 22 16
　3．良くなかった 4 3
　未回答 6 4

計 136 100

＜目立った意見＞
時間が短い、ディスカッションが不十分
今後も開催して欲しい
経団連の参加、話がよかった
環境税に対する理解が進んだ

すべての意見

色分けが見えた。どこが議論から落ちているかも見えた。

経団連の人がいたのがよかった。

大臣の意見の全てがよく理解できた。

青山氏の論理的な話は非常に面白かった。

環境税は痛みを伴うものですが、地域・収入の格差なども考慮に入れており、とても感心しました。環境税の制度が
成功するとともに、地球とともに国民もより豊な生活ができるだろうと願っています。

「語る会」という企画自体評価できる。

・パネラーはもう少し現場のわかっている人をお願いしたい。
・パネルディスカッションの仕方を工夫してください。ITなどを利用したパネルディスカッションが必要である。

大臣の意見を直接聞く機会があまりなかったので、とても貴重な機会であった。（思ったより自分の意見を持ってい
ると感じた。）

経団連の参加により盛上った。

よくまとめられた資料で、大づかみなことがことがよくわかった。

資料は良くまとめられていた。話かけが今一つ。

年１回や数回でなく、タウンミーティングを多くすべきです。

環境税について、理論上は理解できるが、私の環境問題について啓発する中、この環境税はCO2削減はできない
と思った。

未回答
4%3.良くなかった

3%

2.どちらでもな
い
16%

1.良かった
77%
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すべての意見

新しい情報と各界の意見を伺えたのでよかった。

環境税の意味がわかりました。本音が実際に聞きたかった。導入が不可避である事がよくわかった。

「語る」だけでなく「議論」の場になって面白かったです。

会場が立派。開催時間が早すぎる。午後なら遠方の人も参加できる。

何年も総意で推進していかなければならない。パネリストからもあったが、市民との対話をもっと実践しては？

環境税をめぐる論点・必要性・全体像が良くわかってよかったと思う。

世界の動きが判った。日本の取り組む姿勢（考え方）が理解できた。

全国各地で頻繁に開催し国民の理解と協力を求めるべき。

非常に良かった。

語る会の内容は全体的に良かったと思う。新しい税への取組みに対する説明責任を今後果たそうという意思が感じ
られた。

京都議定書を守るための海外取引現場のようすがわかった。

様々な意見をうかがえて大変勉強になりました。

農林漁業は今後の循環型社会の日本の基礎であり環境税の対象から外すとかいう事では問題がある。環境税の
枠内に含めるべきだ。

環境税の意味がわかりました。本音が実際に聞きたかった。

思っていたよりも深い議論になって面白かった。環境税に関する議論がうまく整理されてきたように思いました。理
論的な議論に加えて、環境税に対する感情的な部分もうまく取り込まれていたように感じました。非常に有意義でし
た。

バランスのとれた議論が聞けたと思います。ただ、相変わらず経団連が前向きな意見を言っていないのが残念で
す。

貴重な機会を設定して頂き有難うございました。

ただ質問時間が短いのが残念だった。環境税について理解が進んだ点はよかった。

おもしろかった。TVで放映してもらいたいくらい。（TVで放映すれば経団連のオバカなところが全国に知れ渡る。イン
ターネットで録音を流すのも良い。

環境省のこれからの方針がわかり、また多くの意見を聞けてよかった。

環境問題について良く理解出来た。

今後も規模を大きくし、数多く継続的に行うべきだと考える。小池大臣のインパクトは大きい。環境税導入を進める
事により、さらなるイメージアップになると思います。
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すべての意見

役所的な説明にとどまっており、進歩が見られない。大臣は変わるので、環境省の責任者（将来も居る人）が話す必
要がある、目的達成しない場合もどうするのか不明。

ロシアの参加が確定し、異常気象が発して大きな被害をい受けたこの時期として効果的なミーティングであった。

会場との質疑時間が短すぎる。

準備不足（通知から開催が短すぎる）

ダラダラ質問するのは良くない。その点は、マイナスである。それ以外は良かった。

今後2008～2012年までにどのような手段でどのようなスケジュールで目的（6％削減）を達成するのか。具体的な話
がなかったのが残念です。

京都議定書の約束を守るための手段として環境税としている。その手段である環境税の議論を今日は聞いた。これ
が理解できただけで参加した意味がある。

論点が明らかになったので大変良かったと思っております。ただ、国民の意思表明の場がとても少ないので、質問・
意見の時間をもっと主にしたものも企画なさると良いと思います。

内容と討論が充実していた。

何度か出席したが最も良かった。9：00～12：00に時間設定しては？

論点がよく理解出来た。しかし京都議定書で約束した2010年に目標をどう達成するのか具体的なイメージがわかな
い。環境税導入によってどうなるか。

質疑応答は、事前に質問を受ける（3つだけあったが）べき。環境のシンポジウムでは自己主張（しかも主題から離
れて）するだけの人があまりにも多い。

環境税に対する理解が深まった。

報道機関を通した環境税導入に関する情報は、やはりある程度の偏見がからんでおり、それをそのまま信じること
が出来なかったのですが、このように当事者の方々が直接話し合う場では率直な生の意見がきけて、自分の考えを
構築する上でも大変有意
義でした。

会場が問題。もう少し考えたほうがいいと思います。是非、記録報告書としてまとめて配布して下さい。（ローコスト
でお願いします）

環境税そのものの素案をもっと知りたい。

説得力がなかった。レジュメだけですむもの。天野先生の話をもっと聞きたかった。松田さん意見は短くてよかった。

得るものがなかった。

このような催しは大変大切であり、良かった。しかし、一般国民にもっとこのようなことについて普及啓発の機会を作
ることを考え
る必要があるのではないかと思う。

こういう場がある事自体がよい。

大変勉強になりました。
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すべての意見

経団連側からの意見・姿勢もあり、偏っていなかった。

公平性ということから言うと、新たに税を導入するのではなく、現在の税の中での割り振りを明確にして、PRする方
がより効果が
大きい。

大臣はじめパネラー一人一人の話は面白かったが、「税」の話が深まらなかったように思う。

参加者との意見交換がお粗末。プログラムでは意見交換となっていたので、質問でない意見がでるのは構わない
が、内容がお粗末。主催者側の責任ではないが。

タイムリーなミーティングではあった。予めパネラーの肩書きが表明されてなかったのは残念。

産業界代表も出席され問題点がより明確になりました。

会場からの意見もあったように、経産省、内閣府など関係省庁を変えたパネルディスカッションがあればもっと良
かったのではないでしょうか。

様々な立場からの主張比較が出来てよかった。

環境税について考える事ができ、良い機会を与えていただきたいと思っています。

今後も続けて欲しい。

感銘をうけた。大変いいミーティングでした。

企業の認識はかなり進んでいると思う。各小企業ごとにエコアクション21等の指導等。一般家庭の認識はまだまだ
薄いと思う。全体に知らせる為の環境教育は必至と思う。環境税の理解を深めるためにも早く目的を知らせて欲し
い。

環境税について、まだ骨子だけしか出来ていないようでなかなか実質的な議論にはならなかった。

可能ならもっと専門的にして欲しい。→知っています!!　オリジナリティーのある意見を聞きたい→知っています!!

全般に意見が率直で良かった。

この場の意識の高さを如何に一般に普及させていくかが問題。

土曜日にやるタウンミーティングなので省エネなど我々も出来る事を取り上げて欲しかった。なぜ環境税なのか理
解できなかった（4つのキーワードに照らし合わせ）。サマータイムをやったらよいと考える（国の意思が表せると思
う）。家庭・運輸が増えるのはよく分かった。

環境税について考えるいい機会になった。

大臣の率直な意見は良かったと思いますが、国民の意見を本当に反映してもらえるでしょうか、努力してください。

キャスティングもよく、全体的な内容が良く分かった。位置付けを理解した。温暖化対策の具体的な話が欲しかっ
た。

京都議定書を達成しようとの意識が国民に浸透していないことを改めて感じた。

環境税を通して、国民の意識を高め、CO2削減を目指していることがよく分かった。

税としてとらえると、つい反対の見方をしてしまいがちであるが、名前にとらわれず中身を見てみようと参加してみた
が、その意味では有意義であった。
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すべての意見

ミーティングであるにもかかわらず、質問しか受け付けないのはどうかと思います。

異なる立場の方々のご意見、大変参考になりました。

十分理解出来た。バランスとして賛同支援したい。

環境税についての議論が本格的にはじまってきたこの時期にこのような会に参加できたことはとてもよかったと思い
ます。環境税についてはまだまだ議論も必要だとは思いますが、実際に何か進む事が大切だと感じました。
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2.環境大臣の基調講演はいかがでしたか？

設問 人数 ％
　1．良かった 91 67
　2．どちらでもない 35 26
　3．良くなかった 6 4
　未回答 4 3

計 136 100

すべての意見

大学の授業みたいだった。

大臣講演よりももっと評価したいのは、大臣自身がパネルに加わったこと。

女性の講演なので視点がソフトであるが、もう少し技術的内容を微細なセンスでお願いしたい。大都市住民と農村部
ではエネルギー消費･生活パターンが異なるので環境税に対する政策も一律でないようにして欲しい。

税の使い道など、経団連の要求に対して余りにも不十分な準備。

大臣の理解度がはかれた。

特に目新しい情報はなかったが、とても整理されたプレゼンテーションと感じた。

税ありきかの発表となっている。もっと政策を考えてほしい。

表面的。

税の使い道については、説明が足らないと思う。環境省のお役人の権限の拡大を心配する人は多いと思う！

真実味と、迫力が欠けていた。さらに努力を。

良かったが、サッチャー首相のように、もっとビシッとやってもらいたい。もっと強烈なリーダーシップを取ってもらいた
い。

大臣は、いつも感じるが、日本の環境問題についてよく分かっていないような気がする。根本的に解釈するのではな
く、表面的、日本の立場（体裁）を大事にしている感がした。

大臣とは詳細な点は知らないかと思っていたら、勉強しているのですね。（昔の大臣とは違うのですね）

環境税について理解は出来た。新しい性格の税であることが特徴と思うが、他の税金の調整が必要である。

＊スタートポイント
＊なぜ環境税なのか、説得力が・・・
＊250円／月では絶対に下がらない。

気持ちのこもった内容であった。国民は理解すると感じた。性根をいれての一言は説得力があった。是非自信を持っ
て取り組んでいただきたいと思います。

無駄なく、間違いなく理論的で大変分かりやすかった。出来れば１つ２つ”具体的な”シュミレーションなどを示してもら
えればもっと環境税について立体的な理解が出来そうだ。

未回答
3%

1.良かった
67%

3.良くなかっ
た
4%

2.どちらでも
ない
26%
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すべての意見

わかりやすかったが、もっと具体的な内容説明が必要だと思います。

全体感が良くまとまっており平明な言葉で話を聞けた。最後に力強い意志も感じた。ちょっと判らなかったのは、炭素
税でマイナス4％、残りのマイナス10％は具体的な対策で達成可能と考えられるのかどうか？

大臣がパワーポイントを使ってスピーチをするのはめずらしい。内容も具体的で良かった。ただ、税収規模が当初の
約１兆円から半減しており驚いた。これではアナウンス効果からも期待できないのではないか。

環境税のエネルギー多消費産業への低減措置は時限とし、長期的に日本の産業構造を省エネ型にするべきと思う。
心強い大臣である。

これからどうするのか、環境税の導入についてもある程度明確にされていいと思う。

現状と、環境省の提案する環境税の仕組みが理解でき、その後の議論がわかりやすくなったと重います。

内容は特に目新しくはありませんでしたが、実際に小池大臣の情熱を感じることが出来ました。

明快でわかりやすかった。バランスの良い説明が行われ、図表も良く工夫されていた。

コンパクトでよかったが、使途について「透明性」をキーワードにかかげている以上、もう少し詳しく聞きたかった。（特
に雇用面）

直接聞くほどの内容ではなかった。

京都議定書などについては詳しく知っていたが、環境税という視点より再確認が出来てよかったと思う。環境税がメイ
ンテーマではあるが、国内排出権取引との兼ね合いの話しもあってもよかったかと考える。

環境省としてのスタンスは非常によく理解出来たが、産業界、民生、教育等温暖化対策の根本に関する我国のリー
ダーシップをとっているとは感じられなかった。（大臣＝省）

書面の棒読みは説得力がない。

環境省としての小池環境大臣が基本的施策をわかりやすく説明して頂いたのは良いと思う。

環境省の力をもっと発揮してもらいたい。社会的システム構築を望む。横断的な考え方で世界経済システムに向けて
の努力して欲しい。

ポイントをもっと絞った内容にすればきっと良いと思う。来場者は環境活動のエキスパートなので、既にわかっている
ことは省いてもいいと思う。

わかり易いイラストを駆使したパワーポイントの説明で大臣の考える環境税を含めた政策方針を理解できたと思いま
す。

何故環境税なのかが不足。

よく整理されており、大変分かり易かった。

環境省の考えがわかり、よかった。

環境税の基本構造が理解できた。

決意表明頼もしかったです。最初に質問したものですが、「環境外交」に関して政府が動きを見せたり、本日の論点で
の課題に対策をしていけば経団連も説得可能との印象を受けました。ぜひ頑張ってください。
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すべての意見

短時間でよくまとめられていた。

おおむね的確で、自分のものにしてプレゼンしている。

普段、直に意見を聞ける機会がなかったので良かったです。

よく準備されていた。時間をきちっと守っていた。内容については新しいところはないけれど、やはり使途がまだ不明
だなと思った。H18までにしっかり議論したい。

環境税を導入に化石燃料の消費が減少しても、化石燃料を使い続ける限り問題を先送りしているだけに過ぎませ
ん。環境税によって産業構造、我々の生活様式、価値観など根本的な対策にも切り込まなければなりません。

しょせん官僚の作った作文を読んでいる。小池大臣は京都議定書についてどう考えるか聞きたい。

川口大臣のタウンミーティングは大臣と参加者の時間がほとんどであった。今回はパネラーの時間が多かった。参加
者は大臣個人の考えを聞きたかった。

平易、的確で説得力があった。小池大臣の論旨は明確でよく分かった。

大臣の熱意は伝わったと思う。

分かりやすく、一貫性があった。環境省としても今後とも、一貫性を続けて欲しい。期待している。

新しい話は何も聞けなかった。

70点

エネルギー関連税制の中で環境税がどういう位置付けになるのか不明。本税は経産省と環境省の争いは避けたい
のではないか。

来場者は相当の知識があると思うので、もっと突っ込んで話をして欲しかった。

官僚の作文に従ったと思われる部分もあったが、多くを大臣の言葉でお話いただいた。

環境税の仕組みや成立背景など、環境税を考えるうえで必要な前提となる知識を分かりやすく教えてくださりよかっ
たです。

大臣の歯切れの良い言葉遣いは聞いていて気持ちが良いものであった。

説得力がなかった。レジュメだけですむもの。

新税導入の理由と目的がよくわかった。しかし、個人的には環境税に反対である。

一般国民には理解しにくいのでは？

時間に間に合いませんでした。

環境税の役割・必要性を具体的に理解する事ができました。

環境税を含む温室効対策の枠組みは非常に良いと思います。ただ、この提案の様な税制では実際の効果もインセン
ティブ効果もないと思います。環境大臣の話を心強く聞かせていただきました。頑張ってください。
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すべての意見

大まかな話しか聞かせていただけなかったのは残念。

内容的にしかたがないですよね、、、。

昨日環境省が発表した環境税の内容を分かりやすく説明して頂き大変良かった。小資源国での自立できる国づくり
は大変難しい問題が多々あるが、一つずつクリアしていき、資源+食料の自給率upに努めていく国づくりが大事な事
だと思う。

大臣自らのご説明があり、理解されていると感じられました。

新しい情報が少なかった。環境税の具体的中身をもっと時間を掛けて欲しかった。取組み意欲は感じられた。

国全体の意思（税について）ではなく、環境省としての考え方が強いと感じました。もっと全体としての議論を深く判り
やすくお願いしたいです。

分かりやすいプレゼンテーションだったが、税についてもう少し細かな話、つっこんだ話も聞きたかった。

税導入の動機がよく分かった。

環境税の最新動向がわかった。

分かりやすかった。

知っている事が多く、目新しさがなかった。言えない事もあるとは思うが、せっかくの機会なので、色々発言してもらい
たかった。

CO2削減のための1方策として環境税を導入した場合に、6％削減が可能になるのか説明不足。また、税の使途につ
いてもあれもこれもで方向性が明確でなく、これでは効果が期待できない。

明解で分かりやすかった。

国の形を変えるぐらいの問題なので、国の政策として既存政策の見直しを含めて、省庁横断の総合調整がMUST。な
らば所管官庁として、覚悟をもってやるという決意表明的な意思が感じられない。負担はそれ程大きくない。批判にも
答えている、しかし効果は大きい。本当にそんな簡単なものなのか、大いに疑問。

内容も整理されていてプレゼンもさすがプロだけあって聞きやすかった。

現行の棒読みはいかがなものか。特にタウンミーティングにおいて。一般財源に諸外国では使われている事がよく分
かった。なぜ4％削減につながるのか何の説明が無かった。少しでもGDPを押し下げる政策がなぜいいことなのか。

パワーポイントを使って分かりやすかった。

私としては、予想していたオーソドックスな内容でしたが、わかりやすくてよかったと思います。

分かりやすく、よく理解出来た。やる気を感じた。

環境税の詳細を聞きたかった。補助金を出す為でない話を、運用方法の詳細で聞きたい。

大臣の声としては最後の部分が分かりやすかったし、ひびいていた。他、内容は読み上げているという印象が強かっ
た。

環境税についてわかりやすく伝えていただきありがとうございました。生きる税金であることを国民が理解できるよう
なコミュニケーションをますます推進していただきたいと思います。

昨日の「具体案」を照合しながら拝聴させていただいた。十分理解出来た。「美しい地球を子孫に残すための会費」や
「HERB構想」にピッタリする小池大臣なのだと確信しました。パネルディスカッションの松田先生の声にも賛同したい
と存じます。

基本的な環境税についての内容をわかりやすく話していただいたと思います。具体的な案についてもだいたい分かり
やすかったですが、もう少し詳しく、話していただきたかったかとも思います。自分でもさらに学んでいきたいです。
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3.パネルディスカッションはいかがでしたか？

設問 人数 ％
　1．興味深かった 94 69
　2．普通 28 20
　3．つまらなかった 5 4
　未回答 9 7

計 136 100

＜目立った意見＞

時間不足
パネラーの人選についての意見
　・経団連代表者を入れることで、多面的に環境税について見れた。
　・賛成、反対のパネリストの数について。
各立場の意見が聞けて、参考になった。

すべての意見

違う立場の方の意見が参考になった。環境立国は今後の方向であると思うので、環境税を活用して欲しい。

経団連代表者を入れる事は大変わかりやすい。対比効果があって国民意識をゆさぶる事になると考えます。今
後も悪者役として頑張っていただきたい。

議論を深めるのに時間が足らなかった。

大臣の取組みの姿勢も含め、大変力強いものを感じました。

この種のパネルディスカッションは各側面で、数多く実施して国民の多くの参加により、合意を得る必要がありま
す。

経団連の方は頑張っているだけ、一番現状を分かってモノを言っていると思った。他のパネリストももっと頑張って
欲しい。

パネラー、参加者ももう少し、現地の調査を行った結果の報告をするべきである。体験のある話が必要である。

議論というよりも平行線をたどっている（決意表明は何度もありましたが・・・）意見交換会でした。３５０人からの参
加者から意見・質問を聞く機会を増やした方がいい。

国民のレベルがはかれた。内容（議論）は面白かった。

更なる環境省vs経団連のディスカッションを展開して頂きたかった。

それぞれの考え方がきけてよかった。

経団連の立場からの意見がとても参考になりました。

天野先生の話は非常に聞きづらく、もう少し口調をはっきりしていただくとよかったです。せっかくパネルがあるの
ですから、発言者の顔を映せばいいのにと思いました。

短期的な視点と中長期的視点が混同したまま行われたことが残念。

未回答
7%

1.興味深かった
69%

3.つまらなかっ
た
4%

2.普通
20%
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すべての意見

コーディネーターの規制が不十分だったと感じた。青山氏は質問に全く答えていなかったのに。

経団連（産業界）の方も入っていて論点が明確になって良かったと思う。

京都議定書及び京都メカニズムをもう少し勉強する必要がある。特に京都メカニズム（CDM・JI・排出権取引）の
事がわかると環境税の使用用途に対する議論が深まると思う。

経団連の青山氏の意見に共鳴する部分が多かった。学者にしろ、市民運動家にしろ、営利企業への偏見がある
のではないかと感じられた。

経団連との溝があることを実際に目で見れて刺激になりました。

青山さんの話が一番説得力があった。税はとっても、長期計画の使途が不明。

立場が明確でよかった。

もっと本音の激論をすべき。時間がもっと欲しい。

お互いの立場の意見が聞けて良かった。各パネリストの生の意見が聞けることで現状把握ができた。

青山さんの議論が理論的で良かった。

世の中に環境税の意味を知る機会（勉強の機会）実行力を望む。誰のためでもない、地球のために考えよ。過去
のCO２の責任もあると思う。

立場の違いによる税への考え方が良く理解できたと思う。しかし、賛成、反対とハッキリ分けるのではなく、問題点
を積極的に論じて欲しい部分もあった。

議論が必ずしもかみ合っていなかった。また、拡散することももあり、税金の議論にもっと絞るべきである。

経団連の方が中国の話を引き合いに出していたが、中国と日本の関係性について国際競争や、税導入による中
国への影響等もう少し煮詰めたかった。

環境税推進派、経団連、NPOそして大臣の意見のぶつけ合いは大変面白いと思う。それぞれに正論大変勉強に
なった。

参加者の意見、疑問も聞けてよかった。環境税の意義を専門の学者から説明されても困る。（学者の予想はまず
信頼できない。いい事しか言わない。）行政として審議会のまとめでどう判断したかを説明してもらいたい。大臣だ
けではなく担当者が出てほしかった。

経団連の人を連れてこられて、議論が白熱してよかった。もう少し白熱化させるためには、米国大統領討論のよう
な対決をやるのも好いと思う。

環境税の賛成、反対意見がはっきり出され論点がわかりやすかった。議論が活発だったので、もっと時間があれ
ば良かったと思います。

賛成意見だけでなく反対意見もあり、多面的に環境税について見れて良かったと思う。

環境税について、環境省とその他の関係者との議論は理解しやすくなったと思います。しかし結局政治の縦割り
の話になってしまったので、環境省と経済産業省その他関係各省合同でタウンミーティングを開催していただけた
ら嬉しいです。

パネルディスカッションのメンバー数で中立1、賛成2、反対1という組合せを仕組んだ所がおもしろい。ただし、賛
成議論が「京都」になにか情緒的なものを感じているのではないか。やはり現場を見る必要があると思います。

事前にトーキングペーパーが用意されて良かった。経団連の立派なパンフレットには驚く。環境省もこれを上回る
ものを早く作成、啓発に努めるべき。
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すべての意見

・パネラーの意見紹介に終始し、議論になっていなかった。パネラーの人選に問題があるのでは？
・質疑応答ではまともな質問が出なかったし、またその質問に対するパネラーの答えも質問に答えていない内容
だった。

人選が面白かった。意見の違いが良く分かった。

中立的な立場の発言がない。

来場者は相当の知識があると思うので、もっと突っ込んで話をして欲しかった。

各立場を明確にした発言が交わされ、環境税に対する自身の考えを固める事ができた。

賛成意見だけでなく、反対意見を持つ方も同席されていた事で、偏らない公平な議論を聞く事ができました。発展
的な議論をする上でもこのようなセッティングは非常に重要だと思います。

感情的というか論理的に話せない人がでると腹立たしい。

経団連からはもっと責任ある立場の人を呼んで欲しい。

経団連は反対する以上代案を示し、それを省案とつき合わせてハイブリット化しては？

パネラーの関連資料は重要だと思います。今回、松田さんの分もあったらよかったと思います。特にテーマに対す
るパネラーの主張をアピールした資料があるとより深い理解が出来ると思います。

パネラーの名前や全体の進行について手元資料がなかったので判りにくかった。どのパネラーも簡潔で良かっ
た。青山さんの幅広い中国体験に根ざしたお話は良かった。であるだけに、一気に京都議定書をとはならない事
が判るように思うのだが。

経済界の話は、史観も社会的存在も念頭にない。議論に対して、不信を感じる。

全体的に面白みがなかった。ミーティングに時間が欲しいと思った。

経団連の立場と市民の立場。環境税提唱者の主張など参考となった。

経団連に時間を割いたのが、今回のミーティングの成功した理由だと思います。今度は学生（ゼミ）もまぜるとおも
しろくなるのではないでしょうか。

パネラーの役割が少人数の割にバランスがよかった。

各パネラーの経歴は意見要旨の資料配布が行われるべき。環境税について網羅的・包括的かつエモーショナル
であるが、要は、環境税導入で具体的にCO2削減効果がどの程度あるかがわからない。環境税反対派が4名中1
名で、不公平な印象を与えていた。

質問するのにポイントさえ話せば良いのに、ダラダラと長すぎな岡島さんの取った行動は納得できない。

大臣の発言が長すぎる。

一般市民向けなので私には不満だったようです。パネリストの方々のコメントはバランスよくとてもよかったです。

天野さん・松田さんのお話がきけて感銘しました。

税収の投入先の明確化・投入効果の明確化など、環境税の問題が見えなかった。
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すべての意見

様々な分野の人（団体）の意見を聞けるのはとても貴重です。自分の意見を強く持ち、主張し、人の意見に耳を傾
ける場を用意してくれると嬉しいです。

民主主義的国の進め方、今までは良かったが、今後すべてに理解をもらってからでの行動では遅すぎる。前進し
てからでも反省は遅くなく、また東南アジアの後進国らの追い上げで日本が遅れてしまうのでは？

環境カウンセラーとして中小企業及び自治体（品川区）の市民活動を支持することをしている立場から、本日の
ディスカッションは大変興味深く伺った。

環境税導入に向けた背景等も理解でき、分かりやすかった。経団連の主張ももっとも感じることがある。

環境大臣のリーダーシップに今後期待します。

導入が前提の為、議論が偏る。

コーディネートが上手だった。ただディスカッション自体は「税」から離れたところもあったように思う。それと会場の
人数ももう少し少なくてもいいように思った。

税の効果に一定理解をもてた。

それぞれの立場は違うとはいえ、主張をそれぞれ一貫していると思われた。

各位の立場内の話としては普通。経団連は一人・・・技術屋だけで担当をされるのは気の毒・・・政策担当・技術担
当・広報担当くらいは出席させるべき。

環境税を設立するためのタウンミーティングであるからやむを得ないが、パネリストの賛成反対の人数が反対が
少なくて不公平である。

各界の意見がでてよかった。

経団連の青山さんの発言がおもしろかった。環境省と経団連の視点の違い、メリットデメリットについて浮き彫りに
なっていたと思う。

松田氏は人選ミスではないか。環境税について論理的でない。岡島氏の進行は適切。天野・青山両氏の主張は
わかりやすかった。小池大臣は話が長すぎ。まとめはさすが。

いろいろな利益・意見があり、よく代表されていてよかった。消費者・主婦代表の人を除いて議論構成がしっかりし
ていて興味深かった。

賛成と反対のパネリストを半々にしないとパネルディスカッションにならないのではないか。

論点が明確だったので面白かった。

環境省と経団連との主張のやりとりが興味深かった。

経済と環境両面あってよかった。

松田氏はパネリストとしてはあまりふさわしくないのでは？（感情的な内容の薄い発言が多いと思いました。）

天下の日本経団連が税の導入を反対している現状では、尚早ではないか。イギリスの例で経済界からの案が効
果的で成功しているとのことであれば参考としてみれば如何でしょうか。

分かりやすく、よく理解出来た。やる気を感じた。

天野氏の理論に共感できても、実生活は青山氏の言う通り、省エネ製品があっても実際には価格で中国製品を
買ってしまうのが現実。
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すべての意見

立場の違う方々から、様々な話を聞けてよかった。しかし、地球温暖化防止を皆が考えている事、3人のパネラー
さんの意見はとても重要だと思いました。

中国への日本企業の工場シフト等、海外移転分を考慮すると、産業部門分も増加しているのでは？（内訳明確化
要）

参加者の質問時間が短いのが残念です。

立場の違いのある方々の意見がそれぞれに出ていて、会話としてかみ合っていない気がする。

賛成・反対、それぞれストレートな意見がきけて面白かったと思います。

青山さんの指摘を明確に回答すべき。但し、本音では「日本経済界は既にクリアできる対策を講じている。」と見
える。

環境税に関し、様々な立場からの意見が聞け、とてもよい議論を聞く事ができました。自分が思っていた視点以
外からの意見も聞けたのでよかったです。
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4.本日の「環境税を語る会　環境大臣と語るタウン･ミーティング2004」はどこで知りましたか？

設問 人数 ％
　1．環境省からの案内 79 52
　2．ホームページ 31 21
　3．メーリングリストやメールマガジ 15 10
　4．職場の案内 6 4
　5．知人の紹介 9 6
　6．その他（　　　） 5 3
　未回答 6 4

151
(複数回答15）

EICNET
新聞記事

環境NGO経由メール紹介

社内で回覧があった

「6．その他」の内容
自治体

計 100

　1．環境省か
らの案内

52%

　6．その他
3%

　3．メーリング
リストやメール

マガジン
10%

　4．職場の案
内
4%

　未回答
4%

　2．ホーム
ページ
21%

　5．知人の紹
介
6%
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5.本日の環境税の議論について、ご意見があればお寄せください。

すべての意見

無駄遣いしないでほしい。環境税は将来的には上がるのですよね？だったら最初からしっかり見積もりを立
てて環境税の効果がＭＡＸになる値を出すべき。後に生きていく僕たちの時代になるにつれて税率がUPし
ていくのはズルイと思います。

環境に関する様々な主体の取組みにより、国民の環境に対する知識や意識が大変高いことは事実です。し
かし、我々企業活動や普段の生活で取組みは十分でしょうか。税は、行動に結びつける大きな力となります
し、経済界でもこれを乗りこえる企業が生きのこる事が真の国の力となると思います。

テコとしての環境税（温暖化対策税）導入について、短期的な視点と中長期的視点とを分けてプレゼンにし
て欲しかった。
環境税に対して：
Q1.短期的にはどう機能するのか？（第１約束期間をクリアするまでの期間）
Q2.中長期的にはどういう手だてを講じるのか？現在提案している環境税（温暖化対策税）は最終目的とし
てどんな形にしていくつもりか？
経団連に対して：
Q1.京都議定書クリアのための方針と持続可能な社会形成のための方針とを明示して欲しい。
Q2.ヨーロッパ進出企業も今日の青山氏のような「ハラ」をもって口先だけEnviromentably Friendlyに振舞
るっているのか？それとも将来のビジネスチャンスとしてチャレンジしているのか？

現場体験からのディスカッションが必要である。
例:東京島嶼地域ではエネルギーコストが本土の2～3倍高い。
環境省は風力発電（自然エネルギー）を国立公園内で行えるように規制の緩和をお願いしたい。
日本領海を少ない人数で守っていることの本土の理解が必要である。
地球温暖化は毎日海岸線で生活する者が一番痛切している。

税を国内で循環させるだけでなく、海外・途上国（ブラジル・中国・インドなど）への”投資”する発想のほうが
将来的な、子供たちへのためになることと思います。具体的な方法について経団連を巻き込むと投資効率
も測っていけることでしょう。

ベース合わせを行ってほしい。やらないよりやった方が減る、ではなくて、本当に必要なのか？

女性のパネリストはNPO/NGO代表という立場での参加だと思うのだが、的外れな発言ばかり（精神論!?）
で、あまり議論とかみ合っていなかったように思う。環境省の担当課長なんかを呼んできた方が面白かった
と思う。（またはMITE関係者）
運輸部門のCO2削減については、自動車税やガソリン税などとともに運転免許取得の際にも課税すべきで
はないだろうか？皆１８歳になったら免許を取るのがあたり前になっていて、税金を通して、環境に対する認
識を交通安全意識とともに植え付けるべきだと思う。

経団連のパンフレットのように製造業の原単位は各国よりかなり良い。よって1ｔ-Cの削減には１万円以上
のコストがかかり２４００円以上削減のインセンティブは働かない。素材産業（セメント・アルミ等）はバブル崩
壊後やっと一息ついたところで又ユーザーへの価格転化も難しく、更なる増税は企業の存在にかかわる。

対策ごとの目標を明示し、その結果の公表をしてもらいたい。（税の効果）防止策ばかりだけでなく、吸収策
（森林etc）を一番に目標と。
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すべての意見

何のための新税かよく分からない。庁から省になったので思うように使える税金がほしいということです
か？また使途についても新しいものは何もない。他省庁でやっているものと異なる点は何ですか？エネル
ギー税制はすでに存在している。税率を上げれば良い（不足ならば）（下げることも含め）。エネルギー税制
の名前を環境エネルギー税制と名前を変えれば良い。税収の使途について発言力を強めれば良い。尚排
出権取引はマネーゲームにほかならない。環境省はどう考えているか？徴税コストをどう考えるのか？国
税的アナウンスメント効果なら、同じ税のエネルギー税制を緩和してトータル0にすれば良い。さもなくば＝
空洞化促進税となる！

環境税の必要性は理解できた。青山さんの言った、他の税金との整合性についてよく考えてください。

一時も早く「環境税」を成立させてCO2削減の実効を上げてください。但し、
１．企業、一般、官民、おしなべて平等に削減が達成されているように工夫願う。
２．環境税の増収分の使途については、あくまでも目的税の立場で、CO2削減に係る事項に限ったものとす
べきです。他の減税等は、別の問題であるはずです。
３．CO2削減は地球規模の問題であるはずで、今や世界の1/3以上を排出している米国と日本と同等以上
の石油を使用する中国を抜きにしては意味が無い。政府としては、まず米国の参加を強く要請すべきです。
是非頑張って下さい。
原稿の棒読みでなく、真に強く取り組み実現に向けて努力してください。

環境税について：　初めに私の立場としては基本的に賛成です。環境税の活用の仕方についての意見で
す。
１．各企業は環境税に相当する金額を財源として、CO2削減対策の整備投資に（注：投資の効果とかCO2
削減量とリンクさせる必要がある）全額投資出来るというシステムを提案したい。（この方式がシステム上可
能かどうかの解決策を考える必要があると思うが。）注：民生・家庭・運輸の分野についての方式を考える
必要がある。
この提案の理由は、
＊一番多額の税を納める企業は大手鉄鋼メーカーやエネルギー多消費企業であり、その全額を自分の設
備の改善に使うのであれば、省エネを進めることができ、納得できると考える。
＊税の徴収という型をとると補助金に使われるにしても、手続き・事務・システム経費等無駄に使われる金
額も多く、又、薄く広く補助するのはきわめて効率が悪い。
＊産業部門の場合、エネルギー管理指定工場が使うエネルギーは90％を越しているデータがあり、重点的
税に相当する全額を投入したほうが効率的である。

大臣の講演の中にも、トイレの水が自動、フタの開閉も自動でこういう側面が進む中、環境税が出てくるの
は、消費者はピンとこない。どうすればいいのか模索しつづけるのか。希望が持てないミーティングであっ
た。

環境税ありきではなく、これまでの国の温暖化対策の評価を行い国民にわかり易く公開すべき。環境省の
やり方は情緒的な気がする。

環境税収の使い道について、国民に解りやすい導入モデルケースが必要であると考える。例：必要最小限
の明かり（光）の使い方の提案。企業・一般家庭の照明は、必要以上の明るさ（過電力）が常識となってい
る。その事実を、国として、理解させる施策が必要。
※照明についての考え方の変革施策。
１．明と暗の効果による、美しい光のアート技術。
２．光は、アートとして使えるノウハウの提案。
３．サスティナブルな提案。
４・省エネ・LED照明（本物の省エネ製品）の全国提案。
環境税収をしたマスプロダクションに対する全国導入（LED化）の実現。国策として、ネオサインからLEDサイ
ンへの提案。全国のネオサインをLED（本物省エネ）にする事により原発は0になるという事実を啓蒙活動に
より国民に浸透させるなど。
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税金を取られることで「消費」に対する意識が各個々人高まることについては大いに賛成できるし、望ましい
ことであると思う。また、意識の高い人ほど免税になるルールがあるように思え、楽しい。また希望として
は、実践をしている人で実践のレベルが公的な方々（NPOや市民団体）には補助が出ると聞き、嬉しく思う。
陳腐な言い方ですが、悪い人がこと環境税を悪用しないよう、きちんとシステム組みをして欲しい。残念なの
は、今日のこの議論がCO2排出量のみに絞られていたことで、今後はCO2のほかにも、窒素、リンなど家庭
排水・工場廃水からの排出量についても同様に検討してほしい。国際間の約束で表に出ているCO2に先に
着手しているのも分かるが、その他の環境有害物で我々の生活に密着しているものの調査、研究も来るべ
き環境エポックの為準備しておいて欲しい。

パネラーは当面の問題としてのみ捉えている。環境税は脱温暖化、脱石油文明の視点から長期にわたる
人類の対応として考えるべき。

環境大臣のこのたびの「環境税」の発案がタテ割り行政の連帯が出来ると信じております。環境省のみで
はなく農水省、通産省、国交省・・・環境教育のためにも文科省ともよろしくお願い致します。本日の開催に
参加できありがとうございました。ただもっと国民一人一人に意識を持っていただけるようアピールしてくださ
い。微力ながら小生も努力します。

・環境税導入に賛成です。ただ具体的にフィンランド、スウェーデン、オランダ等、例を挙げられていました
が、どの国をモデルとして考えられているんでしょうか？
・資産の用途を国民に明確に提示していただきたいです。

経団連の環境税反対の理由として「産業の国際競争力衰退・・・」とあるが、これは旧来型の産業を保護す
る立場にすぎない。資源エネルギー浪費型の産業に代わる新産業を作り出せば良いこと。1990年から2002
年までにCO2が7.6％増加したのは経団連のいう「自主的取組だけではCO2削減は無理」であるということ
の証明。温暖化はアダムスミス的レッセフェールの社会システムのひずみ。環境税などの規制は不可欠。こ
の2年間CO2能動の増加量が異常に大きいという。環境省も調査・研究を進めていただきたい。環境税が有
効にCO2削減をもたらすように、導入効果のより定量化が望まれる。（例えば今の自動車グリーン税制は、
ないよりもマシだが、必ずしも大排気量の車所有のディスインセンティブにつながっていない。）松田先生
へ：毎年海外に行くのはやめましょう。ジェット機はものすごい量のCO2を出します。（自動車で同じ距離を走
るのと同じです。）青山氏の議論は「中国という悪い者がいるから日本は良い子になる必要はない」と聞こえ
る。

環境税の課税対象（上流・下流）と負担先がよくわからないのでより具体的な説明が必要と思います。税率
2400円/t-cがベースとすると、モデル計算では一世帯当り年間3000円の負担が、一世帯当り3000円÷
2400円/t-c≒1.2ton-c（①）となります。一方、家庭から排出されるCO2は1.66億ton（2002）で国民一人当り
1.66億ton÷1.2億人≒1.3億ton-c（②）となります。一世帯の平均人数は3名程度と思われますので、一世
帯当りのCO2は1.3ton-c×3＝3.9ton-c（③）となり①との差があると思いますが、いかがでしょうか？つま
り、一世帯あたりの負担額は、もっと高くなるのではないでしょうか？

国民がみんなで払うものだから、もっと一般の人々にも理解されるような施策や努力がもっと必要かなと思
う。（タウンミーティングに出ている人は環境について専門的な人の参加が多く、一般の人々が少ないか
ら。）

１．環境税のアナウンスメント効果に興味を持った。それを重視するのであれば、環境税の下流部分につい
ては、環境税額を商品・電気代などの表示と合わせて表示する義務があってもいいのではないかと思いま
す。
２．上流・下流の違いについては、石油石炭税の差異とも関連すると思うので、ぜひ明確に説明すべきだと
私も感じました。
３．国際社会の中での日本の役割はまさに重要だと思いました。中国にはまだまだ貧困や、緊急の環境問
題も残っているからこそ、日本が先んじて環境税を導入する意義があると感じました。
４．"大綱”にCO2が±0という数字が示されているのであれば、環境税はそのうちどれだけの貢献度を持ち
うるのでしょうか？もしくは環境税はもっと長い目でみた削減のための対策でしょうか？よくわかりませんで
した。
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青山さんの環境税に対する不満について少し理解が深まりました。立場の違いは相変わらずですが、距離
を縮めるヒントを得られたと思います。

１．環境税の使途は、森林造成及び保険よりの減免にあてることが望ましい。　２．低税率の環境税である
から、免税・軽減措置は必要と考える。

国規模での環境税政策を今後地球規模に発展させるために、まず京都議定書で成果を発揮し、一段と努
力して欲しい。

環境税導入に賛成です。NPO法人埼玉エコ・リサイクル連絡会で活動していますが、なかなか国民努力に
啓蒙のみでは期待できません。杉並のレジ袋税、決められたことのみで杉並区のレジ袋削除データが20％
を越える状況です。ただし、石油特会の流れをみていくと、温暖化防止にはたして、お金の使い方に効果が
あるのかなと思わされる部分もあるので、大臣が透明性を加えたとのこと、税金の使途について、経団連も
国民もチェックすることが重要です。豊かな日本に生まれてCO2排出に歯止めをかけないと、責任を感じま
す。同じ地球上にくらす中国の貧しい人々が、苦しい思いをするのは悲しいです。

大変興味深い議論であったと思う。また環境税のPRとしては大変良いイベントだったのではないか。ただ他
の施策との兼ね合いでの話があっても良かったのではないかと考える。例えば他国でも（UKなど）国内排出
権取引との組合せで環境税が用いられている。環境税のみに絞ったイベントではPRの効果がいかがなも
のかと思う。特に日本の取りうる施策の紹介という目的のためには他のことも含めた議論が必要かと考え
る。

環境税の必要性は理解できるが、国民にはいろいろな税の負担が次年度から増えてくる。弱者にとっては
いい環境を求めるには苦しい生活に耐えなければならないのかという不安がある。

＜主張＞
・環境税による温室効果ガスの削減効果は少ない。
・増税なき温室効果ガス削減対策（経産省取りまとめ）と結果は同じである。対策補助も既に実施している。
従って環境税の導入は不要である。
＜提案＞
・温暖化対策の重要さをライフスタイルの変革につなげるよう国民に啓発する事が第一である。消費者が理
解すれば全事業にすぐに反映される。
・まず公共施設の削減、役所の省エネ化等国民に見える形で示すべきだ。
・小池大臣は省エネルックを着たらどうか。（昔江藤真澄大臣が半そでの省エネルックを着て逆効果になっ
たが、小池大臣がモデルとなれば大成功すると思う。）
・沖縄ではかりゆしが公的にも使用されているという事を知り感心した。・CO２削減は松田先生も言われて
いるように出来ることから実行することである。
＜意見＞
・建物を二重窓にするのではなく、以下の政策をとるべき。湿気防止、空調エネルギー削減→土造・土壁の
家にすべき→土地有効利用（家を建てる土地が必要）→都市集中をやめる→材木利用の増加→林業の回
復→CO２削減　上記政策は今回提案されていた環境税では実施できない。

行政各省の縦割が難しいので各省との連携は困難だと思いますが、各省の施策がバラバラが現状だと思
いますが、環境税の導入前にはいろんな報道を国民に出してほしいです。

環境税の使途を明確にした上での導入検討して欲しい。化石燃料からのシフトが重要であり、新技術の補
助よりもバイオマス燃料利用のしくみを構築できるような関連法制度（廃掃法、食品リサイクル法、RPS法
等）の見直しをして欲しい。

日本の考え方で進んでください。環境省はもっと強く発言してください。（国民も賛同しています。）新しい枠
組みの税として今後も考えていきいましょう。日本の地球に対する責任・過去の責任（CO２排出）もある。
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・ガソリンには既に多額の税金が入っているのだからこの中の極一部を環境税にまわしたらどうか。ガソリ
ンは多くの税の上にさらに消費税を上乗せしているが、少なくとも環境税の上には消費税をのせないで欲し
い。
・京都議定書のkeyはロシアということで、ロシアの説得に成功したとのことだったが、最大のkeyはアメリカ
のハズで、アメリカはどう説得しているか。当時の川口大臣は「粘り強く説得」と言いつづけていたが結果報
告はない。小泉首相はプーチンよりブッシュの方が友達の印象はつよいが。
・環境税導入は日本の国際化につながるというか米国・中国は国際化しなくて良いのか。「日本の国際化」
は詭弁。
・4900億の税金でどれだけのCO2が減少し、京都議定書の約束を果たせるかの関係が明確でない。
・「環のくらし日本」はもう開催しないのか。大臣が変わるとイベントも変わるのはおかしい。環境問題は長期
テーマのはず。

環境全般の国家的戦略がまだまだ見えていないように思える中で、議論はまだまだ必要！

・経団連の青山様にCDMの事を学んでもらいたい。CDMはクリーン開発メカニズムという事であるが、別名
China Development Mechanism（中国開発メカニズム）といわれている。中国は環境＋経済発展の両面がで
きると考えられる。
・小池大臣は家庭のCO2排出量削減を目指したいようだが、モニタリング手法が難しい部分が多々あるかも
しれない。
・質問の時間がもう少し多くとってあればよかった。

一日かけた公開討論をすべきでしょう。

１．大変いい方向に向かっていると思います。
２．環境税をとっかかりに日本再生、シビル・ソサイエティー形成へのエポックメイキングになる事を期待して
います。
３．環境政策として、文明史的展望（日本の使命）・グローバルな地球環境再生計画の確立、一言にしてい
えば環境税を導入していきたい。

炭素税導入でCO2削減効果のあったとするEUの数カ国と同じような効果が、我国で起こるかどうか、国民
性や文化的背景が異なる中、非常に難しい予測になるのではないかと思う。最近、石油価格の上昇が急激
にある状況であり、環境税導入への国民の理解・協力が得られにくい条件を、どのように克服していくの
か。国民的合意形成のプロセスも相当大変だと思う。

本日はありがとうございました。

環境特に廃棄物について関心を持っています。大半のものは建設資材のものと思っています。そこで考え
ている事を申し上げます。１．SCRが考えられますが、そこで建物解体の際、当事者（所有者）からの税金を
取ってはと存じます。特に耐用年数未満のものについては、資源の無駄遣い、環境汚染等から、当事者よ
り環境税をとっては如何でしょうか。２．国土の破壊を進める国・地方自治体・団体を抑制する方法はどうす
るか。企画以前の税金徴収を環境省主導でお願いしたい。国交省の政策抑制。（再開発事業・ダム事業
等）

・地方自治体の環境基本計画の見直しや強化対策に環境税財源は使われるのか？「持続可能な開発」を
政府が本気でやっているのかということを多くの国民が感じている。特に白書の「未来のシナリオ三種」はず
さんな作り方だ。最初の一歩として評価できる姿勢だけに惜しい！NPO・NGOと共に創るべき。
・予算拡大に伴って、省の仕事はきちんとやれるのか？コスト対効果の評価などがしっかり求められる時代
に新たな税源を創設するのは大変なことです。気を引き締めて頑張ってください。
・短期的には税軽減は理解できるが、エネルギー多消費型製造業の中期的な体質改善策は何？期限を
きって、軽減措置は入れられないのか？特に農水省などが燃料について補助金をだすという事はないの
か？
・個別企業は環境を売りにしているのに経団連の姿勢はがっかりした。「環境日本」をブランドに売っている
のに。京都議定書の国というメリットを活かせばどうだろうか？変化を楽しもう！
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温暖化対策に極めて難しい問題です。長期的には我々の生活様式を変えなければなりません。その為に
は本省（各省庁）の構造改革が必要です。環境税導入に予算規模の小さな環境省が自分たちの予算規模
を増やそうとする思惑があることを誰も指摘しません。それが悪いというのではなく、各省庁間の予算配分
を根本的に改造するぐらいの覚悟がないと温暖化対策は果たせないと思います。そういった視点も含めて、
本日の議論は表層的であったと思います。

国民の環境保全の意識高揚の為には、環境税の創設は重要な手段として必要であります。しかし、それ以
上に大切なのは、「同じ地球上に暮らす連帯感」「未だ生まれこぬ未来世代へより良い環境を引き渡す責任
感」を、国民が持つ事ではないでしょうか。1972年ストックホルムでの、国連環境人間宣言の宣言文では、
「基本的人権として我々はより良い環境を享受する権利と共に、現在及び未来の世代の為に環境を保全し
改善する責任を負う」と明記されております。この宣言以来、各国でも、憲法において、基本的人権、生存
権、ともに環境件を明文化する国々が増えていますが、日本では未だ法的意識がありません。是非この責
任を負うという人間としての尊厳を法的にも講じていただきたい。人類史上、わずか30余年でこれほどまで
に環境破壊をした現代人類を自然界はどう見ているのであろうか？

・減税部門を設けると抜け道を考える人が現れるので全て平等で一律が良い。
・使途は「福祉・介護」に当てるのが良い。
・国民が協力するので国民には減税を考えるべきと思う。
・2008～2012年にマイナス6％達は無理な感じ。もし数字合わせが出来てもその後困ると思う。
・米国・中国・インド等が入らないと意味がない。日本は何かにつけ米国に従っているが、この件については
何故同方向に向かないのか？

もっともっと人が集まってもよかった。PR不足？

経団連の言うことは、京都議定書に関するアメリカと同じことを言っている。国民として改善を求める。

当局は取りまとめに大変苦労されていると思うが、はっきり言って税収規模があまりに小さく使途を欲張りす
ぎ、絞りつめていないので、本当に短期間でおっしゃるような効果が期待できるとは到底思えない。少なくと
も2～5兆の金がないと、もし2005年から徴税しても対策を打てるのは2012年までわずか6年程しかない以
上効果的な対策は打てないと思う。せめてもっと使途を特化しないとピントがぼけると思う。インセンティブ効
果についても、消費税のように外税で、いちいち支払い時にいくらの環境税を払ったか認識させないとピン
とはこないと思う。もっと恐いのは、税を払ったことで個人的な努力を果たしたような気になって、生活そのも
のの見直し努力をしなくなるのでは？という他力本願的なマイナス効果だと思う。やる事には大賛成だが、
やるならもっと本格的にやって欲しい。それとももっと早く行動に移して欲しい。もううだうだ言っている時で
はないと思う。

私は本日の開催要領に明記はありませんでしたが、時間の節約もあり、事前に質問状を受け付けてはと思
う。そうすれば回答に対する補足質問がスムーズになる。教育・広報・実施などにもっと環境カウンセラーを
利用すべき。

天野先生、青山氏の話は説得力があった。松田先生の存在は驚き。こうした人が大学で教鞭をとっている
ことに暗い気分になった。こうしたミーティングは極めて重要。誠に有意義であった。

環境税の内容が、今までの新聞などを見ても分からなかったが、税収を得るのが目的でないという基本的
性格もこのミーティングに参加して理解できた。

経団連からの出席者が一人だったので、若干反対の立場の方が不利であったように思います。肯定派と否
定派の人数を同数にしてみてはいかがでしょうか？またパネルディスカッションの時間をもう少し長くとられ
た方が嬉しかったです。大変面白い議論でしたので、もっと長く聞いていたかったです。
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大賛成→もっと国民へアピールして下さい。基礎自治体のコンセンサスを得て地域に密着した実践施策に、
使い道はプロポーザルしてみてはいかがですか。（自治体・企業・NPO等）配分型ではダメ、ほしい所、役立
つ所へ与えるのが重要です。※役所の縦割りを変えてください。プロジェクトチームもプロポーザルで（省
庁・自治体・研究者・産業界等）これこそ100位一体では。

・小池大臣にぜひ環境税実現のために省庁の縦割りにリーダーシップを発揮していただきたい。
・デンマーク、スウェーデンは1つの政策を決めるのに、市民との対話を欠かせません。ぜひ直接的対話を
重ねていきたい!!
・経団連は環境税反対をとなえるのではなく、どうすれば民生部門、運輸（これも産業の一部）部門も含めて
CO2削減の努力をできるかを一緒に考えるスタンスがほしい。

まず次第とスケジュールが入っていないのは不親切。パネリストの紹介も文章で必要。パネリストの人選は
良かったし、コーディネーターの進め方も適切だった。事前の質問をもっと取り入れて欲しい。他国との比較
はもっと細かく必要。資料だけでも欲しい。環境省ももっと一般国民に知らせる方策を取る必要あり。消費者
として電力会社が化石燃料に課税するとその値段は電力に添加されると思う。値段の高い電力を消費者が
利用し、また電力使用に課税すると二重に消費者は払わされるのではないか・・・と不安が残る。

美しい自然を未来に残すという事から、資源は使う人が負担する、いわゆる受益者負担の一つでもある「環
境税」は賛成。但し、国民の多くは、受益者負担という意識と環境保全意識が少ないと思う。この意識を変
えることにどう取り組むか今後の課題だと思う。

使途に対し国民が監督できる対策にすべきであり、この税がきっかけに税制全体に良い影響がでると思い
ます。正直、現状では使途に対し不安です。ただ現制度案は導入の第一歩であり、将来ビジョンを明確に
し、本当に効果ある税となってほしい。温室効果防止は、国民の意識向上によってはじめて経済と調和しま
す。その点をふまえ、環境政策を進めて欲しい。下流ではレシート、明細書に「10.3kg-c　25円」という風に
炭素税を明記を義務付けて欲しい。

今日勉強した内容を少しでも広げていきたいと思っています。

環境税の導入は温暖化対策へのインセンティブとして突破口になるものと考えます。環境税の新提案を含
む環境省の枠組み骨子は大変良いと思います。環境税収を直接温暖化対策にあてるのが妥当と思いま
す。枠組み骨子は良いのですが、この税率では果たして効果のあるインセンティブが得られるのかどうか疑
問に重います。この程度の税率では痛くもないし、かゆくもないのが実情だと思います。

環境税の詳細な設定、よろしくお願いします。

経済界（納税してもバックされる）ばかり見すぎていませんか？国民（納税したら、、、？）をもう少し見てくだ
さい。生活している人にとってお金は大切です。具体的に還元できる事をもっともっと考えてください。ムー
ド、イメージだけで先行していかないで下さい。人間の恥です。

このような会をもっとやってほしい。そして多くの人に理解してもうべき。

日本人はまだ発展途上国のメンタリティーを持ち、幸せ感が無い。いつまでも右肩上がりを考え続けて行く
かぎりは、早く環境税導入を施行し、個人としての人間を考え直して、地球環境問題を理解し考え直す時が
必要な事。毎日がゴールの無い100ｍ競争をしている社会、いつかは体の不具合で倒れる。

環境に対する政策は評価しずらいと思うのですか？この環境税に対する事前・事後評価（何％削減した）な
ど、具体的にしてくのかが疑問に思います。
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すべての意見

・財布は一つです。色々な名目・目的で税が新設されています。「環境税」だけが環境のための税ですか？
・最近、ごみの有料化が進められています。表面的に「環境税」はエネルギーにかかるため、家庭における
負担は少ないと言われるが、「環境税」が波及しませんか。ごみの燃却には補助燃料を使用すれば、その
分処理費が上乗せされ、それが国民に返ってくるのではないか。・CO2排出量で、中国の問題が言われて
いるが、その中で日本を始めとする米国・欧州等の先進国が、自社の利益のため進出しているのに、大気
汚染は中国だけの問題ですか。自国の排出量を中国へすり替えているだけに思います。
・「環境税」には反対しません。ただし最初は小額で後年にupさせるなど、年金と同じような場当たり的な税
制度ではなく将来を見据えた、制度とアカウンタビリティーを果たして欲しい。※サイフは一つしか持ってい
ません。この中には年金も含まれ、医療費も私には含まれます。本音の政策を取って欲しい。※輸入品のう
ち、中国・インド等の製品には「環境税」をかけないのか？

税を国が取る仕組みの改善。１．環境税を国民一人一人が集める（国→国民）２．年末調整や確定申告で
省エネルギーの状態で、国民→国へ納税。目標（省エネ）を達成した国民は納税免除。そろそろ地方分権
→国民分権→自己責任の権利を支援する方向にパラダイムシフトしてください。国民を信じてください。

上流・下流の話など少し質問が出たが「税」そのものの話をもう少し深めたかった。例えば、反対するのであ
れば何がどうあれば賛成となるのか、あるいは代替案の提示など。導入されたとして、使途についてどのよ
うなモニタリングが考えられるのか。（効果測定も含めて）社保軽減に使うのであれば厚生省とどこまで連携
の話が進んでいるのか。などもこんな機会に会場も交えて論議できたらいいと思った。コーディネートは大
変に上手でさすがと思った。

・環境税の軽減措置について：レジュメ9ページにある軽減措置がすべて実施されるとしたら、軽減されない
分野はとはどこにあるのか。この軽減措置が実施された場合、公平性は増進しているといえるのか。
・質問：天野先生のお話で、空気（二酸化炭素排出）は資源であり、資源を使用するには手数料を払うべき
とあったが、手数料を払って資源を買い取る側は、企業、国民であるとして、売り手は誰か。国家であるか。
そうであればその資源が元来国家の所有であることはコンセンサスが得られているのか。

今日は税の話だったので仕方ないが環境省のもう一つの柱・・・個人の働きかけとして「環境大福帳」を作っ
たとの点をことあるごとにアピールしておく。あとEA21と14001との活動も税とは関係ないがアピールしてくだ
さい。

環境税に断固反対です。過剰品質に慣れきった日本国民を適正品質に慣れさせ、この差でCO2を減らすの
が最優先の設題である。環境税はその次。

地球温暖化対策は非常に重要だと分かったが、環境税をなぜ創設する必要があるのか、理解できない。

一部自分の意見ばかりを話す会場の方もいましたが、会場からの声の時間をもう少し取るべきでは？彼ら
からの質問にパネルディスカッションの方々が答えるという時間が足りないように思う。

時間が足りない。各論まで充分入りきれなかったが先ず環境税の中心的問題点が明白になってよかった。

途中、議論からそれることがあったのが残念。ばらつく議論をコーディネーターの方がうまくつなげてまとめ
ていらっしゃったので聞きやすかった。
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すべての意見

・各省庁で既に、温暖化対策に寄与すると称して、1兆円を越える予算が使われている。この効果・評価を
所管官庁の環境省が、国民に分かりやすくまず示すべきである。又各省庁にも費用対効果を説明させるべ
し。国民に全く情報が流れていない。国民合意形成労力不十分。たまにタウンミーティングぐらいでは全く不
足。
・多省庁所管分も合わせ、今の時点で、どちらを優先させるのか、国民にわかりやすく示す努力がいる。例
えば、ガソリン税等で道路財源に廻っている予算、あるいは、石油代替で原子力電源開発に廻っている予
算の一部は、必ずしも優先度は高くない部分があるはず。農道、林道は、それ程優先度高くない。
・日本は産業立国で成長したわけで、今後の国の運営を考える上で、成長率は小さくてよいが、やはり産業
立国で生きる方向ならば、産業政策とリンクした議論が不可欠。
・2002年増加（CO2排出）は、過去かなりのお金も使って努力したけれども、残念ながら増えたとはとても思
えない。特に、民生（業務、運輸、家庭）にどのように働きかけたのか大いに疑問。

・国民からの環境税徴収にあたって：標準的なエネルギー使用量を年齢別などで算定を行い（例えがいい
かどうかはありますが、生活保護費の算定基準のようなもの）それを足し上げた量をもとにそれを超えた場
合は税率を上げていくなど段階的にすれば、より今回の税の目的であるCO2削減にインセンティブが働くの
では。なお電気・ガスなどでの別でなく、当然一体的に考えられるこが前提で技術的には可能ではないか。
・東京ばかりでなく、地方都市でもくいった催しを精力的に行って国民のコンセンサスを得ていく事が大事。

京都議定書目標達成は必須である。しかしその政策の中に環境税が必要か。また環境税の導入に際し
て、他の重複するエネルギー関連税との調整を要すると思料する。

政府、学会、産業界、消費者が異なる立場から環境税についての非常に率直な議論が活発に行われた点
が良かったと思う。ただ、お互いの立場の違いをもう少し理解し、お互いに歩み寄る点をもう少し示して欲し
かったと考える。例えば、産業界でも対策の進まない運輸や民生に対し、企業活動を通して出来る事はあ
ると考えるし、環境省も特に温暖化など国際的分野においては経済活動の実態を把握して頂ければと思い
ます。

１．税の使途についての説明が不足している。２．国益を考えた税の創設となっているのか、疑問。（中国の
戦略なども含めて）３．家庭での負担額がいくらか、不明。（上流部分は家計にひびくのか）４．ロシアがサイ
ンしたのはEUの働きかけがあったからであり、環境大臣の働きは少ないのではないか？正直に言うべき。

１．私は企業人ですが、環境税の導入については基本的には賛成です。
日本企業は環境活動についてかなり頑張っていますが、根本的には営利が目的です。企業を引っ張ってい
く経団連にはより広い視点で考えて欲しいと思います。企業の販売する商品はより省エネルギーのものに
変えていくのですが、効率は上がってもマスが増える為、民生でのCO2削減になっていない現状をどうして
いくのか、これも企業のCSRとして考えていかなくてはならない大きな点だと思います。海外についても同じ
ことで、企業の影響力は大きなものがあり、海外に対してのリーダーシップといい見本をもっと示していくべ
きです。企業活動はよりLCA的に考えるべきです。原子力発電についても高純度の原子力燃料が入手でき
る期間はわずかだと聞いていますが、今後精製にエネルギーがかかるとすれば、LCA的に本当にCO2削減
になるのでしょうか？
２．税は使い方が大切でありますが、公平性と透明性を高め、IGESの天野先生が狙っている効果が発揮さ
れる事を期待します。

環境税の課税方法、運用方法はもっとわかりやすい説明をしないと、国民の反感は根強く残ると思います。
具体的家庭ケースより、根本を説明すべきと思う。

会場とのディスカッションはありがちなポイントの絞れないやり取りがあって残念。環境税大臣の発言が少
ないのでは？表題の「環境大臣と～」には足りない部分が感じられた。ただ質問しか出来ない!!というのは、
大臣と語るにはならないのでは？と思います。

環境税の導入について賛成か反対かという問いに対して、本日の「環境税を語る会」で色々な意見を参考
にして答えるならば、「賛成かな」という感じです。議論そのものについては大変参考になりました。
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すべての意見

・国民の意識啓発に向けての工夫がやはりとても重要だと思うので、環境税の導入によって、人々の意識
を少しでも環境問題（CO2削減）に向けれたらいいと思います。自分のこととして、実感できるものとして考え
られるのでよいと思いました。それに加え、やはり教育の力がとても重要だと思います。いかなる政策を
やっていても、一人一人の意識が無ければ、意味を持ちません。小さいころからの教育によって、私達がい
かに将来を見据えた行動、取組みをしていくべきかということを、皆が身に付けられるようにしたいと思いま
した。さらに環境保全に対して、世界の人たちとさらなる対話を深めていけたらよいなと思います。
・本日の議論を受け、さらに自分が勉強していかなくちゃいけないなと感じました。

環境税の最終案が昨日公表されたばかりで、具体的に議論しにくい。

立場が違うと全く意見が違って面白いですね。大臣、天野さんの理論に納得しつつ､経団連の主張から、大
半の人間の本質的な欲求、エゴイズムを感じることができました。大半の人間の気持ちを代弁していただい
た、という感じです。しかし、そのエゴイズムを乗り越えなくては、環境問題は解決できないと思います。今日
のミーティングがその一歩になればいいと期待します。

大臣のプレゼンテーションの中で、環境税のアナウンス効果というのがありましたが、環境税によって国民
の意識が高まるかどうか疑問です。私は大学のインターンプログラムでオーストラリアにあるcrystal waters
というエコビレッジに行って来ました。そこで強く感じたことは、人間が自然の一部であるという事でした。言
うまでもない当たりまえのことではありますが、本当にこのことを強く意識している人というのは数少ないと
思います。しかし、私はこの意識があってはじめて環境対策がうまく機能していくのではないかと考えていま
す。そのためには、自然とのふれ合いが必要でありますが、都市化の進む中で自然と触れ合う機会が減っ
てきています。松田先生のお話にありましたが、現場というものが非常に重要になってくると思います。大臣
をはじめ、環境省の方々には是非、現場に行っていただきたいです。また、国民にもこうした意識をもっても
らうというために環境教育も重要になってくると思います。
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